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○ 大学の現況及び特徴

（１） 現況
① 大学名
鳴門教育大学

② 所在地
徳島県鳴門市鳴門町高島字中島７４８番地

③ 役員の状況
学長：高橋 啓（平成１６年４月１日～）
理事数 ３人（うち非常勤１人）
監事数 ２人（うち非常勤２人）

④ 学部等の構成
学校教育学部
大学院学校教育研究科
学校教育実践センター
学校教育学部附属実技教育研究指導センター
保健管理センター
情報処理センター
附属小学校
附属中学校
附属養護学校
附属幼稚園

⑤ 学生数及び教職員数（平成１６年５月１日現在）
＜学生数＞
学校教育学部 ４６１人
大学院学校教育研究科 ５２６人
附属小学校 ６８５人
附属中学校 ４７１人
附属養護学校 ６０人
附属幼稚園 １４８人

＜教員数＞
大 学 １７１人
附属小学校 ２４人
附属中学校 ２２人（休職者１人含む ）。
附属養護学校 ３２人（休職者４人含む ）。
附属幼稚園 ７人

＜職員数＞ １１６人

国立大学法人鳴門教育大学

（２） 大学の基本的な目標等

鳴門教育大学は，２１世紀に生きる人間として豊かな教養を培い，地球的視野に立って
総合的に判断できる力量の形成に努め，教育者として子どもに対する愛情と教育に対する
使命感を醸成し，教育に関する専門的知識を深めるとともに，教育の今日的課題に応える
ことのできる教員養成を目的とする「教員のための大学」である。
この目的のもとに，学部では，教員としての必要な基礎的・実践的な資質や能力を習得

し，広い視野に立って教育活動を実施し，地域の教育課題に応え，教育の改善に役立つこ
とのできる教員の養成を行う。大学院では，教育に関する専門職として必要な資質や能力
の向上を図り，学校教育の創造に主体的に取り組むことのできる高度な実践的力量を涵養
する。さらに，学部，大学院が連携した教育を推進して優れた教育実践力をもつ教員を養
成し，新しい時代にふさわしい学校教育の発展に寄与することを基本的な目標とする。

具体的には，以下の事項について重点的に取り組む。
○ 学校教育の課題に応えるため教育実践学を中核とする教員養成カリキュラムを構築
する。
○ 教育実践学を中核とした学部・修士の６年間を見通した教員養成を目指すととも
に，学校教育や教科教育の課題を明確にできる実践的能力をもった教員を養成する。

○ 教育に関する専門職として高度な実践的力量の形成並びに専門的知識の深化を図る
ために大学院を整備・充実する。

○ 学校における危機管理に係る教育研究を実施する。
○ 学校教育の今日的課題に応える教育研究を推進する。
○ 附属学校園の役割・機能充実のために新たなパートナーシップを確立し，教育課題
の開発，実践的な研究を推進する。

○ 県・市教育委員会との共同研究を推進するとともに，学校や社会と連携して学校教
育の改善に取り組む。

○ 客員研究員を含む外国人研究者の招聘，大学教員及び大学院生の海外派遣，国際学
術交流協定締結校との学生交流など国際的な学術交流及び学生交流を推進する。

○ 中期目標の達成状況や社会のニーズを踏まえ，目標・計画を適宜見直す。
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全 体 的 な 状 況

国立大学法人として新たな出発を迎え，中期目標・中期計画のもと，豊かな人間性と 議が独自に選出した適任者のうちから，学長選考会議において候補者を選考する制
幅広い教養・高度な専門的能力を備えた優れた教員の養成を目指し，法人として取り組 度とし，職員による意向投票は行わないこととした。
むべき内容を明確にするとともに，その組織を確立し，法人化の利点を生かした新しい ② 教員の選考については，教育研究評議会において審議することとし，教育研究評
制度で大学運営に取り組んできた。 議会の下に，主に教員人事に関する事項を審議するための人事委員会を設置した。
本学の中期目標・中期計画に基づいた平成１６年度年度計画は，順調に実施すること

ができたと考える。 （２）経営体制の確立，業務運営の効率化
① 教授会の審議事項を精選し，教員人事に関する事項を削除した。これにより，教
授会の審議時間の短縮が図られた。１．学長のリーダーシップの確立と柔軟な資源配分の実施

(１) 全学的な経営戦略の確立 ② 学内各種委員会を整理統合し（３０→２３ ，教職員の負担軽減を図った。）
① 本学の理念・方向性を明確にするため，基本理念，教育目標，研究目標，教育研 ③ 業務内容を明確にし，効率的な業務処理をするため，事務局の総務課に企画・評
究運営方針からなる「鳴門教育大学憲章」を制定した。また，創設以来の活動状況 価室，附属学校事務室，会計課に経理室，研究協力室，情報図書課に情報システム
を分析し，今後の課題を明確にするため 「鳴門教育大学におけるこれまでの教育研 室，教務課に地域連携・実践センター事務室，学生課に学生生活支援室，就職支援，
究の実施状況及び地域社会との連携状況等報告書 （レビュー）としてまとめた。 室，国際交流室を設けた。」
② 学長の諮問的機関として，新たに改革推進委員会を設置し，鳴門教育大学憲章の ④ 共済組合事務及び図書購入契約は会計課に，電算システム管理業務は情報図書課
制定・教育研究組織の見直し・教員の定員管理計画の策定等について検討した。 に，国際交流業務は学生課に，それぞれ一元化した。
③ 随時学長室懇談会を開催し，学長・役員間の意思疎通を図ることとした。また， ⑤ ＩＴ化を推進し，物品請求システム，保健管理システムの電算化及び教務事務シ
ボトムアップ方式から，学長・役員のリーダーシップが発揮できるトップダウン方 ステムの内容強化を図った。
式に移行するため，各種委員会の委員長は原則として学長・理事をもって充てるこ
ととした。 （３）財務内容の改善・充実

① 中期目標期間における業務コストを節減するため，業務外部委託年次計画の策定
（２）戦略的な予算編成と活用 ・実施，複数年契約への移行及び予定価格積算方法の見直し等により，管理経費の
① 本学の中期目標，中期計画，年度計画を確実に実施するため，学長のリーダーシ 対前年度比１％節減（3,000千円）を実施した。
ップのもと，予算編成方針及び戦略的な重点予算を組むための学長裁量経費編成方 ② 外部研究資金確保のための諸方策を策定した。そのうち，平成１７年度科学研究
針・学長裁量経費活用方針を策定した。 費補助金の確保については，日本学術振興会から講師を招き説明会を開催するなど

② 学長裁量経費は 大学改革のための事業 大学院の定員充足 教員就職率の向上 全学的に取り組み，教員の半数以上が申請（９６件）を行い，中期目標期間中にお， （ ， ，
地元公立学校への教育支援等）や特色ある大学づくりのためのプロジェクト（学校 ける採択目標（４０件）を超える４４件が採択された。
・教育委員会との連携による「情報教育実践ハンドブック」の作成等）等に重点的
に配分した。 （４） 財政計画の策定
③ 教育研究の活性化を図るため，従来の業績主義的傾斜配分を見直し，教育研究業 中期目標期間における効率化係数の影響，収入の見込みを推計し，財政状況を分
績及び社会貢献等に一層重点を置く学内予算の配分方針を定め，平成１７年度から 析した。特に人件費については，中期目標期間の定員管理計画を策定し，計画的に
実施することとした。 定員管理を行った。

（３）戦略的，効果的な人的資源の活用 （５）教育研究組織の見直し
① 学長留保定員６名のうち４名を投入し，教員就職支援対策や平成１７年度設置の ① 小学校英語教育支援のための「小学校英語教育センター」及び開発途上国の現職
小学校英語教育センター及び教員教育国際協力センターの要員に活用することとし 教員教育支援のための「教員教育国際協力センター」を平成１７年度から３か年間
た。 設置することとした。
② 学長が，各部長等に対し，教員選考申し出を指示することができるよう，関係規 ② 実技教育研究指導センター，学校教育実践センター，情報処理センター及び保健
則を整備し，教員選考における学長の権限を明確にした。 管理センターを統括するセンター部を設けた。また，業務の一元化と機能の充実を

図るため，再編成するとともに教員の再配置を行った。
（４）施設の有効活用 ③ 社会的要請に応ずべく教育組織を見直し，大学院課程において，平成１７年度に
① 新たに「施設整備委員会」を設置するとともに，施設の有効活用に関する規程を 「日本語教育分野 （日本語教育のプロフェッショナルの育成）を，平成１８年度に」
制定した。 「学校管理職養成分野」及び「特別支援教育コーディネーター養成分野」を新設す
② 利用率の低い講義室を，大学院生の学習環境向上のための研究室や小学校英語教 ることとした。
育センター及び教員教育国際協力センターとして整備するなど，施設の有効活用を
図った。 （６）施設マネジメントの確立

① 各研究棟の利用実態調査を平成１６年度から２か年の計画で実施している。その
調査により，利用率の低かった講義室のスペースを活用し，院生研究室スペースの２．法人経営の確立と活性化

（１）学長及び教員の選考方法 不均衡を是正するとともに，新たに設置される「小学校英語教育センター 「教員」，
① 学長の選考方法においては，学長候補者推薦制度に基づく被推薦者と学長選考会 教育国際協力センター」のスペースとして充てる等，有効利用を図っている。
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② 各施設の過去の改修歴を基に整備計画を策定するとともに，定期的なパトロール ととした。また，ＦＤ研修，学生による授業評価等の実施及び教育委員会との共同
の実施，衛生管理者等による学内巡視及び学内の意見聴取など，多方面から情報を 研究によりカリキュラムの評価・改善を行うこととしている。
得ることにより，迅速な対応を行い，既存施設の維持管理に努めた。 ② 学士課程及び大学院課程において，平成１７年度入学生から，学校危機管理（学

校における安全管理）のカリキュラムを実施することとした。
（７）危機管理への対応 ③ 大学院課程において，長期履修制度（修業年限３年）を導入し，教員免許状を取
① 南海・東南海地震を想定した「地震防災マニュアル」を作成し，学生・教職員に 得していない学生のための学校教員養成プログラムを平成１７年度から実施するこ
周知するとともに，地域との連携強化（地震発生時の連絡システムの構築，避難場 ととした。
所の提供，周辺自治会との防災訓練の実施など）に向けた協議を行った。 ④ 成績を４段階評価から，５段階評価とし，厳正な成績評価基準に改め，平成１７
② 附属学校園の登校時から下校時までの警備員の配置，監視カメラによる不審者の 年度から実施することとした。
監視，危機管理マニュアルの作成・訓練の実施及び危機管理意識の啓蒙等，幼児・

６．学生サービスの充実児童・生徒の安全管理体制を確立した。
① 教員就職支援チーフアドバイザー（助教授：校長経験者）を採用するとともに，
学生課に「就職支援室」を設置し，教職員が一体となってきめ細かい就職指導を行３．社会に開かれた客観的な経営の確立

（１）学外有識者の活用 う体制を整えた。
① 学外理事（非常勤：広報部門担当）には地元新聞社の役員を採用し，また監事に ② 教員に対してシラバスの電子化及びオフィスアワーの設置を義務付けた。また，
は大学経験者及び会計監査の専門家が就任し，それぞれ専門的な見地から意見を述 学長と学生との懇談会を定期的に実施し，学生の声を教育に反映させている。
べてもらい，大学運営に反映させている。 ③ 教職員が「国際交流基金」に寄附を行い（平成16年度：1,206千円 ，外国人留学）
② 経営協議会（平成16年度：５回開催）の学外委員（６名）には，大学経験者及び 生への奨学金（50千円 ８名，120千円 １名）の支給など教育支援を行った。
地元の徳島県教育委員会，鳴門市，企業等で活躍している有識者を委嘱した。教員

７．研究活動の活性化就職率の向上等の提言を受け，関係委員会で検討し，大学運営に反映させている。
③ 改革推進委員会の「教員養成専門職大学院検討部会」に学外者（教育委員会関係 ① 学長裁量経費の他に，学内教育研究支援プロジェクト経費（公募方式）を設け，
者３名）を加え，教育委員会や学校現場の意見を積極的に取り入れることとした。 学生の実技指導能力の育成，小学校英語教育担当者の研修の在り方，地域の文化財
④ 地域連携協議会を開催し，徳島県下の各種団体の長や有識者から意見を聴し，大 を教育に活用する方法などに関する研究を推進した。
学が行う各種事業（公開講座等）に反映させた。 ② 科学研究費補助金の獲得に全学的に取り組み，成果を上げた。

③ 科学研究費補助金，寄附金，受託研究など，外部研究資金を確保するための方策
（２）監査機能の充実 を取りまとめた。
① 監事は，経営協議会，教育研究評議会及び役員会に出席し，意見を述べることが

８．地域貢献の推進できることとした。また，監事は監査結果を学長に報告し，学長は，その結果を大
学運営に反映させることとした。 ① 地域連携協議会を通じて，地元のニーズを取り入れ，公開講座，教育文化フォー
② 事務局総務課に業務監査事務を担当する企画・評価室を，会計課に会計監査事務 ラム等を実施した。
を担当する総務・監査係を設けた。 ② 徳島県内の学校からの要請に応じて大学教員が学校へ出向き，授業や講演を無料

で行う「教育支援講師・アドバイザー等派遣事業」を実施した。
（３）説明責任と情報公開の方針策定 ③ 大学図書館に児童図書室を設置し，地域の子どもに開放するとともに，学生によ
① 積極的な情報提供及び情報公開等に関する「中期目標期間中の広報活動・情報公 る本の読み聞かせを行っている。
開推進方針」を策定した。

９．国際化② 「平成１６年度広報活動計画」を策定し，大学のホームページ等を通じて，入試
（ ， ） ，情報，教員全員の研究成果に関する情報，全講座の情報，年次報告書，学園だより ① 開発途上国の現職教員教育支援 理数科教員養成 ＩＴ教育人材養成等 のため

及び入学・履修上・学生生活上のＱ＆Ａなどを積極的に提供した。また，大学紹介 「教員教育国際協力センター」を，平成１７年度に新設することとした。
ＤＶＤを作成し，大学院入試説明会等に活用することとした。 ② 留学生の相談体制の充実を図るため，学生課に「国際交流室」を設置するととも

に英語に堪能な職員を配置した。
③ 北京師範大学と共同で，第１回中日教師教育学術研究集会「変革社会での教師教４．柔軟な人事システムの積極的な活用

① 教員選考基準を見直すとともに，徳島県教育委員会と人事交流に関する協定を締 育問題」を開催した（中国側７大学，日本側４大学参加 。また，北京師範大学と学）
結し，心身健康研究教育センター心理・教育相談分野で相談業務や大学院生の指導 術交流協定を新たに締結した。
に当たる実務経験者を，平成１７年度から採用することとした。

10．附属学校② 平成１７年度に自己点検・評価制度を確立するため 「自己点検，評価実施に関す，
る基本的事項」を定めた。評価結果については，職員の給与に反映させることとし ① 附属学校を学部から大学の附属とし，長期履修学生制度を活用した学校教員養成
ている。 プログラムの一環として，大学院学生の附属学校における教育実習を可能とするな

③ 大学教員は裁量労働制，附属小学校教員は変形労働制の勤務形態とした。 ど，学部のみならず大学院においても附属学校を，より活用できる体制とした。
② 大学教員による附属学校の授業を支援する制度，また，附属学校教員による学部
の授業を支援する制度を設け，平成１７年度から実施することとした。５．教育機能の強化

① 教育実践力をもつ教員養成を行うため 学士課程において他の教員養成系大学 学， （
部）に先駆け教員養成コア・カリキュラムを開発し，平成１７年度から実施するこ
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項 目 別 の 状 況

大学の教育研究等の質の向上Ⅰ
１ 教育に関する目標
（１）教育の成果に関する目標

1) 学校教育の課題に応えるために教育実践を中核とする教員養成カリキュラムを構築する。
2) 教育実践学を中核とした学部・修士による６年間を見通した教員養成を目指すとともに，学校中
教育や教科教育の課題を解明できる実践的能力を育成する。

3) 大学院において，専門職大学院の設置を目指す。期
4) 教育の成果等を評価する体制を確立する。

目

標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

1)-① 平成１６年度までに，教 教育実践に貢献できる教育者を 教員としての必要な基礎的・基本的資質を養うために授業科目にコア科目
育実践に貢献できる教育者を育 育成するためのコア・カリキュラ を設け，教育実践学を導入した新カリキュラムを開発し，平成１７年度新入
成するためのコア・カリキュラ ムを開発し，平成１７年度から実 学生から適用することとした。
ムを開発し，平成１７年度から 施し，教員として必要な基礎的・
実施し，教員として必要な基礎 基本的資質を養う。
的・基本的資質を養う。

1)-② 平成１６年度までに，教 教育実践を重視する立場から， 教育実践を重視した新カリキュラムを開発し，平成１７年度新入学生から
育実践を重視する立場から，教 教養科目・教育科学・教科専門・ 適用することとした。
養科目・教育科学・教科専門・ 教科教育の授業科目の構造化を図
教科教育の授業科目の構造化を り，平成１７年度から新たな教育
図り，平成１７年度から新たな 課程を実施する。
教育課程を実施する。

1)-③ 平成１７年度までに，教 教員養成大学における教養教育の理念，教養教育を考える視点及び実施体（17年度から実施予定のため，16
養教育の見直しを図る。 制等を検討し，平成１７年度入学生から適用することとした。年度は年度計画なし）

1)-④ 地域の学校での教育実践 地域の学校での教育実践（教 教職意識の高揚を図るため実地教育等の見直しを行い，協力校と連携した
（教育交流や実地教育等の臨床 育交流や実地教育等の臨床的体 実地教育「ふれあい実習 「教員インターシップ」を導入した新カリキュラ」，
的体験）を通して学生の教職意 験）を通して学生の教職意識の高 ムを開発し，平成１７年度新入学生から適用することとした。
識の高揚を図る。 揚を図る。

1)-⑤ 自然体験 社会文化体験 自然体験，社会文化体験，合宿 社会性及び実践的能力やコミュニケーション能力を培うために実践・体験， ，
合宿研修等を通して，教養教育 研修等を通して，教養教育や教科 的授業の充実を図った新カリキュラムを開発し，平成１７年度新入学生から
や教科専門の基礎を体験的に身 専門の基礎を体験的に身につける 適用することとした。
につけるとともに，社会性及び とともに，社会性及び実践的能力
実践的能力やコミュニケーショ やコミュニケーション能力を培
ン能力を培う。 う。

教員養成において育成すべき教師像を明確にするため教育実践学を中核と学士課程
2)-① 平成１６年度までに，教 教育実践学を中核とする６年間 した新カリキュラムを開発した。
育実践学を中核とする６年間を を見通した教員養成カリキュラム
見通した教員養成カリキュラム を構築し，教員養成において育成
を構築し，教員養成において育 すべき教師像を明確化する。
成すべき教師像を明確化する。
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中期計画 年度計画 計画の進行状況等

2)-② 平成１７年度までに，学 平成１７年度入学生から成績評価基準を従前の４段階評価を５段階評価に（17年度から実施予定のため，16
部成績評価基準を再構築する。 変更し，評価の厳格化を図った。年度は年度計画なし）

2)-③ 平成１６年度中に現行の 現行の就職指導のためのガイダ ○キャリア教育を計画的に実施するため授業科目に「初等中等教育実践基礎
就職指導のためのガイダンス等 ンス等の内容を見直し，キャリア 演習」を導入し，全体的かつ体系的な計画からなる新カリキュラムを開発し
の内容を見直し，キャリア教育 教育の実施計画をとりまとめ，平 た。

，の実施計画をとりまとめ，平成 成１８年度までに，教員就職率が ○教員就職支援チーフアドバイザーの採用による就職相談体制の強化に加え
１８年度までに，教員就職率が ６０％以上になるよう，全学体制 従来，外部講師に依頼していた模擬面接の面接員を学内の教員が担当できる
６０％以上になるよう，全学体 で組織的・体系的に取り組む。 よう養成，またガイダンスの内容を見直すなど，教員採用支援行事の内容充
制で組織的・体系的に取り組 実を図った。
む。 ○都市部における大量採用時代と地域における少子化等を踏まえ，学生へ複

， 。数県受験をするよう啓発し 各都道府県の教育委員会による説明会を行った

教育専門職としての高度な力量を養うため教育実践を中核とした新カリキ大学院課程
2)-① 平成１６年度までに，修 修士課程における教育実践を教 ュラムを開発した。
士課程における教育実践を教育 育研究の中核として教育実践研究
研究の中核として教育実践研究 の充実を図り，教育専門職として
の充実を図り，教育専門職とし の高度な力量を養う。
ての高度な力量を養う。

2)-② 平成１６年度までに，教 教育実践学の構築を目指し，授 教育実践学の構築を目指し，授業科目の構造化と単位数や授業内容の適正
育実践学の構築を目指し，授業 業科目の構造化と単位数や授業内 化を図り，教育実践を中核とした新カリキュラムを開発した。
科目の構造化と単位数や授業内 容の適正化を図る。
容の適正化を図る。

2)-③ 平成１７年度までに，教 教育実践の学問的構造化を目指し，教育実践を中核とした新カリキュラム（17年度から実施予定のため，16
育に関する実践知や教育科学， を開発し，平成１７年度新入学生から適用することとした。年度は年度計画なし）
教科専門，教科教育の各教科分
野の統合を図り，教育実践学の
学問的構造化を目指す。

2)-④ 平成１９年度までに，大 平成１７年度入学生から成績評価基準を従前の４段階評価を５段階評価に（17年度から実施予定のため，16
学院成績評価基準を再構築す 変更し，評価の厳格化を図った。年度は年度計画なし）
る。

2)-⑤ 平成１６年度までに，教 教育関係就職率向上のための具 ○教員就職支援チーフアドバイザーを採用し，常時就職相談ができる体制を
育関係就職率向上のための具体 体的方策をとりまとめ，全学体制 整え，また，従前,外部講師に依頼していた模擬面接等の面接員を学内の教員
的方策をとりまとめ，全学体制 で組織的・体系的に取り組む。 が担当できるように養成することにより，教員採用支援行事の内容の充実を
で組織的・体系的に取り組む。 図った。

○各都道府県の教育委員会を訪問し，教員採用需要，採用方法等の情報収集
を行い，進路指導の際の重要な資料とした。
○就職支援のためのホームページを開設し，教員支援採用行事の周知や情報
提供を行うとともに，学生の連絡網を整備した。

3)-① 専門職大学院の設置を目 ○「教員養成専門職大学院検討部会 （構成員８人）を設置，検討を開始し，（17年度から実施予定のため，16 」
指し，条件の整備を平成２０年 平成17年度から，教育委員会等の職員を学外委員として３人加えることとし年度は年度計画なし）
度までに行う。 た。

○本学創設以来の活動状況等を分析し，今後どのような方向を目指すべきで
あるかを明確にするため「鳴門教育大学におけるこれまでの教育研究の実施
状況及び地域社会との連携状況等報告書」を作成した。

4)-① 平成１６年度に，自己点 自己点検・評価制度の見直しを 自己点検・評価制度について検証・分析を行い 「自己点検・評価実施に，
検・評価制度の見直しを行い， 行い，平成１８年度までに教育活 関する基本的事項」としてまとめた。
平成１８年度までに教育活動の 動の実施状況の評価をより充実さ
実施状況の評価をより充実させ せる体制及び教育支援体制を確立
る体制及び教育支援体制を確立 する。
する。

（18年度から実施予定のため，164)-② 平成１９年度までに，外
年度は年度計画なし）部者を含めた教育評価体制を確

立し，教育の質の向上や改善に
結びつけるシステムを確立す
る。



- 6 -

国立大学法人鳴門教育大学

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（２）教育内容等に関する目標

1) 教育の成果に関する目標に則したアドミッション・ポリシーを明確にし，教職に就く意欲と能
力の高い学生及び現職教員，留学生，社会人の受入を促進する。中

2) 時代の新しい要求に即した教育課程，教育方法，成績評価等を再構築し，教育内容の充実を図
る。期

目

標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

「平成１８年度鳴門教育大学における大学入試センター試験の利用教科・学士課程
」 ， ，1)-① 平成１６年度までに，推 推薦入学，前期日程，後期日程 科目及び入学者選抜方法等について に基づき 配点基準等について改善し

薦入学，前期日程，後期日程試 試験における入学者の選抜方法及 平成１８年度入学者選抜要項により公表することとした。
験における入学者の選抜方法及 びアドミッション・ポリシーに基
びアドミッション・ポリシーに づいた選抜方法の改善を図る。
基づいた選抜方法の改善を図
る。

（18年度から実施予定のため，161)-② 平成１８年度以降，ＡＯ
年度は年度計画なし）（総合評価方式）入試を現状の

試験方法と併せて総合的に検討
する。

教育委員会を訪問するとともに，東京，近畿，四国，九州地区（全国１１大学院課程
1)-① 都道府県の教育委員会， 都道府県の教育委員会，本学の 会場）で説明会を開催した。学会等の開催時には，募集要項・パンフレット
本学の学校教育学会や各専門分 学校教育学会や各専門分野の学会 等を配付した。平成１６年度から本学大学院生を入試広報協力員として委嘱
野の学会との協力のもと，本学 との協力のもと，本学の修士課程 し広報活動を行うとともに本学同窓会にも広報活動の協力を依頼した。
の修士課程の目的や特色，研究 の目的や特色，研究成果を積極的 また，大学院で教員免許状を取得できるよう長期履修制度（３年間）の導
成果を積極的にＰＲし，修士学 にＰＲし，修士学生の定員充足を 入，言語系（国語コース）に日本語教育分野を新設した。なお，平成１８年
生の定員充足を図る。 図る。 度から学校改善コースに管理職養成分野，障害児教育専攻に特別支援コーデ

ィネーター養成分野を設置予定である。

1)-② 平成１６年度までに，都 都道府県からの派遣による現職 都道府県の教育委員会を訪問し現職教員派遣要請活動を行い，意見交換や
道府県からの派遣による現職教 教員，大学院修学休業制度による 情報収集を行った。大学院入試委員会において，過去の志願状況を分析し，
員，大学院修学休業制度による 現職教員及び社会人，学部卒業後 専攻・コース別の募集人員の見直しを行った。
現職教員及び社会人，学部卒業 引き続き進学する者等，志願者に また，教育系以外の学部出身者でも出願しやすいように入試方法を改善す
後引き続き進学する者等，志願 応じた入学試験の方法を検討し， るとともに，現職経験者（教育臨床コースを除く）の受験者に対して筆記試
者に応じた入学試験の方法を検 実施する。 験を免除した。以上，平成１５年度に見直しを行った内容に基づき，平成１
討し，実施する。 ７年度入学者選抜制度を実施した。

1)-③ 教育実践学を志向した修 教育実践学を志向した修士学生 大学院教務委員会で連合大学院博士課程への進学を積極的に推進した。ま
士学生の連合大学院博士課程へ の連合大学院博士課程への進学を た，修士課程学生に対して博士課程への修学指導を行った。
の進学を積極的に推進する。 積極的に推進する。

（18年度から実施予定のため，161)-④ 平成１８年度までに，留
年度は年度計画なし）学生及び社会人の受け入れを促

進するため，選抜方法の見直し
を行う。



- 7 -

国立大学法人鳴門教育大学

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

学士課程
2)-① 平成１６年度までに，学 学校危機管理（学校における安 学校危機管理の授業科目として「学校の危機管理」を開発し，平成１７年
校危機管理（学校における安全 全管理等）に係るカリキュラムを 度新入学生から新カリキュラムを適用することとした。
管理等）に係るカリキュラムを 構築し，平成１７年度から実施す
構築し，平成１７年度から実施 る。
する。

2)-② 大学と附属間でＴＶ会議 大学と附属間でＴＶ会議システ 平成１６年度に導入したＴＶ会議システムを積極的に利用する方策につい
システムやビデオ装置システム ムやビデオ装置システムを活用し て検討した。
を活用した履修を推進する。 た履修を推進する。

2)-③ 平成１６年度以降，教育 平成１６年度以降，教育効果を 教育効果を高めるためのＴＴによる授業を推進するため各教員に「ＴＴに
効果を高めるためのＴＴによる 高めるためのＴＴによる授業を推 よる授業に関する調査」を実施し，結果をふまえ積極的な取組みとして，模
授業を推進する。 進する。 擬授業を行った。

2)-④ 平成１７年度以降，教員 教員として必要な基礎的・基本的資質を養うため，授業科目に模擬授業を（17年度から実施予定のため，16
養成学部として必須の模擬授業 取り入れた新カリキュラムを開発し，平成１７年度新入学生から適用するこ年度は年度計画なし）
を採り入れた授業を推進する。 ととした。

2)-⑤ 平成１６年度以降，全教 平成１６年度以降，全教官によ 相談体制の充実を図るため授業概要（シラバス）の様式の見直しを行い，
官によるオフィスアワーを設 るオフィスアワーを設け，学生へ オフィスアワーの項目の追加，相談体制の充実を図り，平成１７年度授業概
け，学生への相談体制の充実を の相談体制の充実を図る。 要から実施することとした。
図る。

2)-⑥ 平成１７年度以降，現職 学部学生が教育現場を理解できるように，現職派遣大学院生による学部授（17年度から実施予定のため，16
， 。派遣大学院生による学部授業の 業を補佐する制度を導入し 平成１７年度新入学生から適用することとした年度は年度計画なし）

補佐制度を導入し，学部学生へ
の教育現場理解を促進させる。

2)-⑦ 平成１７年度以降，留学 留学生の授業内容理解促進に配慮した授業を推進するため，全教員に「英（17年度から実施予定のため，16
生の授業内容理解促進に配慮し 語を利用した授業に関する調査」を実施し，結果を踏まえて１７年度より積年度は年度計画なし）
た英語による授業を推進する。 極的に推進することとした。

（18年度から実施予定のため，162)-⑧ 平成１８年度以降，他大
年度は年度計画なし）学との単位互換制度を充実させる。

2)-⑨ 平成１６年度以降，入学 平成１６年度以降，入学時に購 パソコン授業の活用率を上げるため，全教員に「授業でのパソコン活用状
時に購入させているパソコンの 入させているパソコンの授業での 況」についてアンケートを実施し，結果を踏まえて方策について検討した。
授業での活用率を増加させる。 活用率を増加させる。

2)-⑩ 平成１７年度までに，学 学部成績評価基準を４段階から５段階に見直し，平成１７年度から電子シ（17年度から実施予定のため，16
部成績評価基準を電子シラバス ラバスに明示することとした。年度は年度計画なし）
に明示する。

（18年度から実施予定のため，162)-⑪ 平成２０年度までに，卒
年度は年度計画なし）業研究発表を制度化する。

2)-⑫ 平成１６年度までに，実 実地教育カリキュラムの改善を カリキュラムを改正し，実地教育授業科目の構成を見直した。また，学生
地教育カリキュラムの改善を図 図るとともに 実地教育の手引き がわかりやすい内容の「実地教育の手引き」を作成した。「 」
るとともに 実地教育の手引き を作成する。「 」
を作成する。

学部教育と連動した６年間を見通した教育実践学カリキュラムを構築し，大学院課程
2)-① 平成１７年度までに，学 平成１７年度入学生から新カリキュラムで適用することとした。（17年度から実施予定のため，16

年度は年度計画なし）部教育と連動した６年間を見通
した教育実践学カリキュラムを
構築する。

2)-② 平成１６年度までに，学 学校危機管理（学校における安 学校改善コースの専門科目として，学校危機管理に関する授業科目を開設
校危機管理（学校における安全 全管理等）に係るカリキュラムを し，平成１７年度新入学生から適用することとした。
管理等）に係るカリキュラムを 構築し，平成１７年度から実施す また，本カリキュラムの実施に際して，徳島県教育委員会ほか四国４県の
構築し，平成１７年度から実施 る。 教育委員会に派遣要請を行った。
する。
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国立大学法人鳴門教育大学

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

2)-③ 平成１７年度までに，現 現職派遣大学院生に対する大学院教育実践学カリキュラムを構築し，平成（17年度から実施予定のため，16
職派遣大学院生に対する大学院 １７年度入学生から新カリキュラムで適用することとした。年度は年度計画なし）
教育実践学カリキュラムを構築
する。

2)-④ 平成１７年度までに，教 学校教員養成プログラムとして，教員免許を持たない修士学生の教員免許（17年度から実施予定のため，16
員免許を持たない修士学生の教 取得を容易にさせるための長期履修学生制度を導入し，平成１７年度は４３年度は年度計画なし）
員免許取得を容易にさせるため 人の学生を受け入れることとした。
の長期履修学生制度を活用した
教員養成プログラムによる大学
院と昼間コースの学部を併用し
たカリキュラムを構築する。

（18年度から実施予定のため，162)-⑤ 平成２０年度までに，修
年度は年度計画なし）士学生の授業評価を電子シラバ

スに掲載し，教授方法及び授業
内容の改善に供する。

（18年度から実施予定のため，162)-⑥ 平成１９年度以降，現職
年度は年度計画なし）派遣大学院生及び学部卒院生の

特性に応じた修士研究指導を行
うとともに，特に専門性に秀で
ている学生に対して連合大学院
博士課程進学を考慮した修士研
究指導を推進する。

（18年度から実施予定のため，162)-⑦ 平成１９年度以降，１４
年度は年度計画なし）条特例による修士学生が夜間授

業と通常勤務の両立を容易にす
るためにサテライト講義の開講
数を増やす。

（18年度から実施予定のため，162)-⑧ 平成１９年度以降，学部
年度は年度計画なし）卒の修士学生を附属学校での授

業補助に参加させ，学校現場で
の授業体験の機会を提供する。

（19年度から実施予定のため，162)-⑨ 平成１９年度以降，留学
年度は年度計画なし）生の授業内容理解促進に配慮し

た英語による授業を推進する。

（20年度から実施予定のため，162)-⑩ 平成２０年度以降，情報
年度は年度計画なし）環境を駆使したマルチメディア

利用の授業を推進する。

2)-⑪ 平成１９年度までに，大 大学院成績評価基準を４段階から５段階に見直し，平成１７年度から電子（17年度から実施予定のため，16
学院成績評価基準を電子シラバ シラバスに明示することとした。年度は年度計画なし）
スに明示する。

2)-⑫ １４条特例による修士学 遠隔教育検討部会を設置し，実施に向けて検討を開始した。（17年度から実施予定のため，16
年度は年度計画なし）生にあっては，インターネット

等を活用した遠隔教育による履
修を推進する。

2)-⑬ 平成１７年度までに，学 学校現場及び地域社会に貢献する臨床心理士を養成するための新カリキュ（17年度から実施予定のため，16
校現場及び地域社会に貢献する ラムを，平成１７年度入学生から適用することとした。年度は年度計画なし）
臨床心理士を養成するためのカ
リキュラムを充実する。
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国立大学法人鳴門教育大学

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（３）教育の実施体制等に関する目標

1) 時代の新しい要求に即した教育研究組織に再編するとともに授業内容の特性に応じた教育環境
を整備する。中

2) 新たな評価制度の導入と評価を反映させるシステムを構築し，教員の質の向上を図る。
3) 教材開発，学習指導法の改善を通して，教育内容の質の向上を図る。期
4) 附属図書館の教育支援体制を充実する。

目

標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

1)-① 平成１６年度までに，学 学生のニーズに柔軟に対応し， ○学校教育実践センター，附属実技教育研究指導センター，情報処理センタ
生のニーズに柔軟に対応し，か かつ学部教育と大学院教育の一体 ー及び保健管理センターを統括するセンター部を設置した。
つ学部教育と大学院教育の一体 性を確立するため，教育研究組織 ○平成１７年度に，実技教育研究指導センターを学部附属教育研究施設から
性を確立するため，教育研究組 を再編し，教員定員の適正化を図 学内共同教育研究施設とし，４センターの再編を行うこととした。

， ，織を再編し，教員定員の適正化 る。 ○平成１７年度に日本語教育分野新設 平成１８年度に学校管理職養成分野
を図る。 特別支援教育コーディネーター養成分野の新設及び教育臨床コース内の分野

再編を行うこととした。
○本中期目標期間中の定員配置計画及び削減計画を策定し，これに基づき平
成１７年度の教員配置を決定した。

1)-② 平成１６年度までに，新 新たに学校危機管理（学校に ○学部では，学校危機管理に係る新カリキュラムとして，授業科目「学校の
たに学校危機管理（学校におけ おける安全管理等）に係る分野の 危機管理」を開設し，平成１７年度新入学生から適用することとした。
る安全管理等）に係る分野の教 教育研究活動を行う体制を整備す ○大学院では，学校改善コースの専門科目として 「学校危機管理研究」を，
育研究活動を行う体制を整備す る。 開設し，平成１７年度新入学生から適用することとした。
る。

（18年度から実施予定のため，161)-③ 平成１９年度までに，学
年度は年度計画なし）部教育において免許法に規定さ

れている授業科目に対して，教
員の所属講座に捉われない授業
科目担当者配置方策を策定す
る。

（17年度から実施予定のため，161)-④ 附属学校園の教員を大学
年度は年度計画なし）の非常勤講師として任用し，実

践的教育指導を担当させる。

1)-⑤ 附属学校園 教育委員会 附属学校園，教育委員会，公立 徳島県教育委員会と人事交流に関する協定を締結し，心身健康研究教育セ， ，
公立学校の教職員を大学の教員 学校の教職員を大学の教員として ンター心理・教育相談分野で相談業務や大学院生の指導に当たる教員を講師
として採用する制度を確立す 採用する制度を確立する。 として，平成１７年度から採用することとした。
る。

（17年度から実施予定のため，162)-① 平成１７年度までに，評
年度は年度計画なし）価結果を教育システムにフィー

ドバックするための制度を確立
する。

（17年度から実施予定のため，162)-② 平成１７年度までに，学
年度は年度計画なし）生による授業評価制度を検討す

るための委員会を設置する。



- 10 -

国立大学法人鳴門教育大学

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

2)-③ 教員の処遇全般及び教員 教員の処遇全般及び教員選考を 人事委員会を設置した。
選考を総括する委員会を設置す 総括する委員会を設置する。
る。

3)-① 平成１６年度以降も，Ｆ ＦＤ研修会を計画的に実施す 授業改善のためのシンポジウム，講演会等，授業公開週間及び授業評価の
Ｄ研修会を計画的に実施し，平 る。 ＦＤ研修を実施し，ＦＤ報告書を作成した。
成２０年度までにＦＤに係る専
門委員会を設置する。

（17年度から実施予定のため，163)-② 平成１８年度からシラバ
年度は年度計画なし）スを電子化し外部公開する。

（17年度から実施予定のため，163)-③ 平成１８年度までに，Ｔ
年度は年度計画なし）Ａの適切かつ有効な活用を支援

するための教育体制を整備す
る。

（18年度から実施予定のため，163)-④ 平成２０年度までに，授
年度は年度計画なし）業改善プロジェクト研究を推進

するための体制を整備する。

4)-① 学部・大学院の学生を対 学部・大学院の学生を対象とす 図書館において，各種ガイダンス（情報検索ガイダンス，論文作成ガイダ
象とする蔵書・文献・情報検索 る蔵書・文献・情報検索等の図書 ンス 「教育情報処理」授業での図書館ガイダンス等）を実施し，それらを，
等の図書館利用ガイダンスの充 館利用ガイダンスの充実を図ると まとめた図書館各種ガイダンス一覧を作成した。
実を図るとともに，教育研究に ともに，教育研究に係る学年進行
係る学年進行に応じた新規ガイ に応じた新規ガイダンスを企画・
ダンスを企画・実施する。さら 実施する。さらにガイダンス一覧
にガイダンス一覧を作成し，授 を作成し，授業科目への取り入れ
業科目への取り入れ拡大を図 拡大を図る。
る。
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国立大学法人鳴門教育大学

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（４）学生への支援に関する目標

1) 学習支援及び生活支援体制を整備・充実する。
2) 学生に対するキャリア形成の支援の充実を図り，就職指導体制を強化する。中
3) 学生の大学における生活環境を整備する。

期

目

標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

1)-① クラス担当教員による履 クラス担当教員による履修指導 「修学・学生生活に関するクラス担当教員の手引」を作成し，より充実した
修指導や生活指導等を充実する や生活指導等を充実するため，具 履修指導や生活指導等を行った。
ため，具体的な指導内容をまと 体的な指導内容をまとめたガイド
めたガイドブックを作成する。 ブックを作成する。

（17年度から実施予定のため，161)-② 不登校生，留年生，中退
年度は年度計画なし）者の実態調査を実施し，平成１

８年度から教員の指導のもと大
学院生による学生相談制度（ピ

） ，ア・カウンセリング を実施し
不登校生や留年生の相談活動を
充実させる。

1)-③ 事務部門に学生生活支援 事務部門に学生生活支援相談 学生課に「学生生活支援室」を設け，学生が相談しやすい環境（相談用の
相談のための窓口を設け，経済 のための窓口を設け，経済支援， 個室）を整備し，その周知を行った。
支援，健康管理等に関する学生 健康管理等に関する学生相談体制
相談体制の充実を図る。 の充実を図る。

1)-④ 留学生担当窓口の事務体 留学生担当窓口の事務体制を整 ○事務組織の改革を行い，学生課に「国際交流室」を設置し，英語の堪能な
制を整備し，留学生の相談体制 備し，留学生の相談体制を充実さ 職員を配置することにより，サービス体制を強化した。
を充実させる。 せる。 ○学生課内に留学生の個人別メールボックスの設置及び連絡一覧表の作成等

を行い，迅速に連絡できる体制を確立した。

1)-⑤ 保健管理センター及び学 保健管理センター及び学生総合 ○「学生総合相談室」を学生課事務室に移転し，学生生活支援室と隣接させ
， ，生総合相談室の連携を密にし 相談室の連携を密にして，学生の 速やかな学生対応を行い 保健管理センターとの距離を近づけることにより

て，学生のメンタルヘルス及び メンタルヘルス及びハラスメント 相談室と保健管理センター相互の連携強化を図った。
ハラスメントへの相談体制を充 への相談体制を充実させる。 ○相談員として各部から教員１人を選出し，計５人の配置をした。
実させる。

（17年度から実施予定のため，161)-⑥ 平成１７年度までに，入
年度は年度計画なし）学料，授業料及び寄宿料の減免

制度を新たに確立する。

2)-① 平成１６年度に，事務部 事務部門の進路指導スタッフを 教員就職支援チーフアドバイザー（助教授：校長経験者）を採用するとと
門の進路指導スタッフを充実す 充実する。 もに，学生課に「就職支援室」を設置し，教職員が一体となってきめ細かい
る。 就職指導を行う体制を整えた。

2)-② 平成１７年度までに，大 教員インターンシップの活性化を図るため実地教育等の見直しを行い，新（17年度から実施予定のため，16
学と地域との連携・協力を推進 カリキュラムの授業科目として実地教育「教員インターシップ」を開設し，年度は年度計画なし）
し，教員インターンシップの活 平成１７年度新入学生から適用することとした。また，教員インターンシッ
性化を図る。 プの活性化として新カリキュラムでは単位化を図った。
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国立大学法人鳴門教育大学

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

3)-① 安全で快適な生活環境と 安全で快適な生活環境となるよ ○学生宿舎の世帯棟１２室を全面的に改修した。
なるように，学生宿舎，大学会 うに，学生宿舎，大学会館及び課 ○大学会館の集会室壁の改修をした。
館及び課外活動施設を計画的に 外活動施設を計画的に整備する。 ○課外活動施設のうち，体育館の床を全面改修した。
整備する。

3)-② 学生宿舎及び非常勤講師 学生宿舎及び非常勤講師宿泊施 ○学生宿舎規則及び同入居者選考基準を見直し，入居資格の緩和を図った。
宿泊施設の入居・利用基準を見 設の入居・利用基準を見直し，研 ○非常勤講師宿泊施設の利用要項を見直し，校務に協力をする学生及び補助
直し，研究生，国内外研究員等 究生，国内外研究員等の利用に供 者等が宿泊できるよう基準を緩和した。
の利用に供する。 する。
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国立大学法人鳴門教育大学

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
２ 研究に関する目標
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標

1) 学校教育，教科教育等に関する基礎的・専門的な先導的研究を推進する。
2) 研究の成果を教育関係機関及び教育関係者に広く還元し，学校教育の改善・充実に寄与する。中
3) 研究水準及び研究成果等を評価する体制を確立する。

期

目

標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

1)-① 平成１６年度までに，学 学校教育を重視した教育実践学 ○学部カリキュラム編成検討専門部会を設置し，コア授業科目として教育実
校教育を重視した教育実践学の の構築に向けて，授業科目・内容 践を中核とした新カリキュラムを開発した。
構築に向けて，授業科目・内容 ・指導方法等を含むプロジェクト ○大学院カリキュラム編成専門部会を設置し，学校教育現場での実践を重視
・指導方法等を含むプロジェク を立ち上げる。 した教育に貢献できる新カリキュラムを開発した。
トを立ち上げる。

（19年度から実施予定のため，11)-② 平成１９～２１年度に，
6年度は年度計画なし）学校教育，教科教育等に関する

基礎的研究・専門的研究及び教
育実践学に関する国際的水準を
維持するための学術的研究を重
点的に行う。

（18年度から実施予定のため，161)-③ 平成１８～２０年度に，
年度は年度計画なし）各研究分野を横断したプロジェ

クト研究を重点的に行う。

（17年度から実施予定のため，161)-④ 平成１８年度に，附属学
年度は年度計画なし）校における教育実践研究授業体

制を充実・確立する。

（20年度から実施予定のため，161)-⑤ 平成２０年度までに，幼
年度は年度計画なし）・小・中・高－大学間連携によ

る教育研究支援体制を確立す
る。

1)-⑥ 平成１７年度までに 「小 平成１７年度までに 「小学校 平成１７年度に「小学校英語教育センター」を設置するため，同センター， ，
学校英語教育センター」を設置 英語教育センター」を設置する。 の活動内容，専任教員の選考，規則整備等の諸準備を完了した。
する。

（20年度から実施予定のため，161)-⑦ 平成２０年度までに，学
年度は年度計画なし）校教育実践センター内に学校教

育支援組織を確立し，幼・小・
中学校のカリキュラム開発及び
教材開発の教育支援を行う。

1)-⑧ 連合大学院に寄与するた 連合大学院に寄与するために， 教員資格審査の積極的申請及び共同プロジェクトへ積極的に参加するよう
めに，学校教育実践学に関する 学校教育実践学に関する研究を推 周知した。
研究を推進するとともに，研究 進するとともに，研究者としての
者としての資質能力の向上を図 資質能力の向上を図る。
る。



- 14 -

国立大学法人鳴門教育大学

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

2)-① 平成１６年度から，卒業 卒業生・修了生・現職派遣大学 地域連携協議会（本学役員等及び県教育委員会次長，県下の各種団体の長
生・修了生・現職派遣大学院生 院生・徳島県教育委員会・徳島県 や有識者が構成員）において，研究発表会実施計画案を提示し意見を徴する
・徳島県教育委員会・徳島県教 教育研修センター・大学教員等が など，平成１７年度早期開催に向けて諸準備を行った。
育研修センター・大学教員等が 連携した研究発表会を開催する。
連携した研究発表会を開催す
る。

（17年度から実施予定のため，162)-② ＴＶ会議システムを利用
年度は年度計画なし）した教育現場と大学との共同研

究発表会の開催を目指し，平成
１７～２１年度を重点推進期間

， ，とし 本システムの整備を行い
発表会を開催する。

（17年度から実施予定のため，162)-③ 平成１９年度までに，学
年度は年度計画なし）内の教育実践研究に関する研究

成果報告書を教育関係機関に公
表する。

（20年度から実施予定のため，162)-④ 平成２０年度までに，教
年度は年度計画なし）職員研修について，徳島県教育

委員会・徳島県教育研修センタ
ー等と総合的に研究し，教員の
資質向上に結びつく学校管理・
マネジメント能力育成プログラ
ム及び教職員研修評価基準等の
開発を推進する。

3)-① 平成１６年度に，評価制 評価制度を見直し，平成１８年 自己点検・評価制度について検証・分析を行い 「自己点検・評価実施に，
度を見直し，平成１８年度まで 度までに研究活動の実施状況の評 関する基本的事項」としてまとめた。
に研究活動の実施状況の評価を 価をより充実させる体制及び研究
より充実させる体制及び研究支 支援体制を整備する。
援体制を確立する。

（19年度から実施予定のため，163)-② 平成１９年度までに，外
年度は年度計画なし）部者を含めた研究評価体制を確

立し，研究活動等の評価をフィ
ードバックし，質の向上や改善
に結びつけるシステムを確立す
る。
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国立大学法人鳴門教育大学

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
２ 研究に関する目標
（２）研究実施体制等の整備に関する目標

1) 時代の新しい要求に即した研究者組織を再編するとともに，研究環境を整備する。
2) 新たな評価制度の導入と評価を反映させるシステムを構築し，研究の質の向上を図る。中
3) 知的財産を保護する支援体制を確立する。
4) 附属図書館の研究支援体制を充実する。期

目

標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

1)-① 平成１６年度までに，教 教員の研究組織を見直し，研究 ○学校教育実践センター，附属実技教育研究指導センター，情報処理センタ
員の研究組織を見直し，研究活 活動を推進するための体制を確立 ー及び保健管理センターを統括する「センター部」を設置した。
動を推進するための体制を確立 する。 ○平成１７年度に，実技教育研究指導センターを学部附属教育研究施設から
する。 学内共同教育研究施設とし，４センターの再編を行うこととした。

○平成１７年度に小学校英語教育センター及び教員教育国際協力センターを
設置することとした。

（17年度から実施予定のため，161)-② 平成１８年度までに，教
年度は年度計画なし）員の任期制を導入し，教員の研

究組織の充実を図る。

（18年度から実施予定のため，161)-③ 平成１８年度に，研究時
年度は年度計画なし）間の確保等の研究環境の充実に

ついて検討するための委員会を
設置する。

， 。1)-④ 平成１６年度までに，外 外部研究資金を獲得するための ○外部研究資金を確保するための組織として 会計課に研究協力室を置いた
部研究資金を獲得するための組 組織及び活用方針を確立する。 ○科学研究費補助金，寄附金，受託研究及び受託事業等の外部研究資金を確
織及び活用方針を確立する。 保するための方策をとりまとめた。

2)-① 毎年度，教育研究等の業 教育研究等の業績評価を反映し ○傾斜配分方法を見直し，業績評価に基づく配分率を引き上げた。
績評価を反映した研究費の傾斜 た研究費の傾斜配分を見直し，改 ○引き上げ後の配分率を平成１７年度の予算配分に適用した。
配分を見直し 改善・実施する 善・実施する。， 。

（17年度から実施予定のため，162)-② 平成１８年度から，教育
年度は年度計画なし）研究等の業績評価を反映した給

与体系を実施・改善する。

（18年度から実施予定のため，163)-① 平成１８年度までに，知
年度は年度計画なし）的財産を創出，管理及び活用す

る体制を確立する。

4)-① 紀要・学位論文内容の要 紀要・学位論文内容の要旨等学 講座等の単位で学内出版物状況の調査を行い，図書館への寄贈が可能か否
旨等学内出版物を完全収集し， 内出版物を完全収集し，利用に供 かの資料一覧を作成した。
利用に供するとともに保存を行 するとともに保存を行うため，現
う。平成１６年度に現状調査及 状調査及び周知を行い，平成１７
び周知を行い，平成１７年度よ 年度より収集及びデータベース化
り収集及びデータベース化を行 を行う。
う。
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国立大学法人鳴門教育大学

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

4)-② 国語科教育及び教育実践 国語科教育及び教育実践記録資 ○教育実践学を中心に，資料を収集した。
記録資料の知的財産である野地 料の知的財産である野地潤家文庫 ○野地潤家文庫及び大村はま文庫の追加寄贈資料の受入・整理を行った。
潤家文庫・大村はま文庫を教育 ・大村はま文庫を教育実践学研究
実践学研究の中心的役割を果た の中心的役割を果たすものとして
すものとして位置付け，これら 位置付け，これらを核として幅広
を核として幅広く教育実践資料 く教育実践資料を収集し活用す
を収集し活用する。 る。

， ，4)-③ 附属学校教職員及び本学 附属学校教職員及び本学卒業・ ○附属学校教職員については 貸出冊数を１０冊以内から１５冊以内に拡大
卒業・修了生に対し，利用促進 修了生に対し，利用促進を図ると 本学卒業・修了生については，貸出期間を２週間以内から１ヶ月以内に延長
を図るとともに非来館型サービ ともに非来館型サービスを行うた した。

， 。スを行う。平成１６年度に提供 め，提供可能なサービスについて ○非来館型図書貸出サービスを開始し 新聞等で同サービスの広報を行った
可能なサービスについて検討 検討し，実施する。
し，実施する。
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国立大学法人鳴門教育大学

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
（１）社会との連携，国際交流等に関する目標

1) 地域社会との連携・協力及び教育面における社会サービスを推進するための基本方針を策定し
実施する。中

2) 産業界との共同研究を推進する。
3) 地域と連携し，教育諸課題に対する共同研究体制及び共同研究支援体制を確立する。期
4) 国際的な学術交流及び学生交流を推進する。
5) 地域社会への附属図書館サービスの拡充を図る。目

標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

1)-① 平成１６年度から，教育 教育委員会や学校等との連携・ ○鳴門市教育委員会教育次長を客員研究員として招聘し，鳴門市が抱える教
委員会や学校等との連携・協力 協力を推進するための基本方針及 育課題について研究を進め，大学との連携を図るための方策について協議し
を推進するための基本方針及び び教育面における社会サービスを た。
教育面における社会サービスを 推進するための基本方針を策定 ○鳴門市教育用コンピュータ活用推進協議会と連携し，鳴門市教員を対象と
推進するための基本方針を策定 し,一層充実・発展させる。 した講習会の開催や，各種情報教育の積極的な発信を通じて，大学と鳴門市
し,一層充実・発展させる。 の連携強化を図った。

○鳴門市教育研究所と連携し，鳴門市の学校教員の力量形成のために 「情，
報教育実践ハンドブック」を作成した。
○広く地域社会の声を大学運営に反映させるため，地域連携協議会を発足さ
せた。

1)-② 平成１７年度までに，指 １０年経験者研修及び免許認定講習については，徳島県教育委員会と連携（17年度から実施予定のため，16
導者養成講座，免許認定講習， し，本学の教員を講師として派遣する体制を確立した。年度は年度計画なし）
社会教育指導主事講習，１０年 （社会教育指導主事講習については，四国４県で持ち回りのため，本学での
経験者研修等を支援する体制を 開催は平成１８年度である ）。
整備し，計画的に実施する。

1)-③ 平成１８年度までに，教 本事業は平成１３年度から実施している。地域連携委員会において，取組（17年度から実施予定のため，16
， ，育支援アドバイザー制度による について協議し 本学教員に対し本事業への積極的な協力を呼びかけた結果年度は年度計画なし）

初等・中等教育学校への登録派 平成１６年度の登録派遣教員数は全教員数の６７．１％（１１４／１７０：
遣教員数の割合を全教官数の６ 人）となった。
５％程度まで向上させる。

1)-④ 教育研究資源の社会への 教育研究資源の社会への還元を 公開講座は，２２講座を計画し１９講座を開講した （気象状況等により。
還元をねらいとして公開講座を ねらいとして公開講座を積極的に ３講座中止）
積極的に開講することとし，毎 開講することとし，２０テーマ以
年度２０テーマ以上を開講す 上を開講する。
る。

（20年度から実施予定のため，162)-① 平成２０年度までに，産
年度は年度計画なし）業界と共同研究を積極的に行う

体制及び利益相反に関する指針
を確立し，推進する。
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国立大学法人鳴門教育大学

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

3)-① 平成１６年度に，徳島県 徳島県教育委員会と教育研究に ○徳島県教育委員会や徳島県立総合教育センターと連携し，各種研究会，研
教育委員会と教育研究に関する 関する連携協定を結び，そのもと 修会等への参加，高校生のための公立学校等サイエンス・パートナーシップ
連携協定を結び，そのもとに徳 に徳島県教育委員会，徳島県教育 ・プログラムを実施した。
島県教育委員会，徳島県教育研 研修センター，附属学校園，公立 ○鳴門市教育委員会教育次長を客員研究員として招聘し，鳴門市が抱える教
修センター，附属学校園，公立 学校等と連携し，学校園が抱えて 育課題について研究を進め，大学との連携を図るための方策について協議し
学校等と連携し，学校園が抱え いる現代の教育諸課題についての た。
ている現代の教育諸課題につい 教育実践研究を支援する体制を確 ○鳴門市教育研究所と連携し，鳴門市の教員の力量形成のために「情報教育
ての教育実践研究を支援する体 立する。重点研究期間は平成１６ 実践ハンドブック」を作成するとともに各種の事業を共催した。
制を確立する。重点研究期間は ～２０年度の５か年とする。
平成１６～２０年度の５か年と
する。

3)-② 平成１６年度以降，学校 学校現場の臨床心理的な問題解 ○心理・教育相談室の担当大学院生の相談技能向上のため，教育臨床講座に
現場の臨床心理的な問題解決へ 決へ対応するため，心理・教育相 おける授業科目を検討・変更した。
対応するため，心理・教育相談 談室における相談活動の一層の質 ○県教育委員会と連携して，不登校児の支援のための「ライフ・サポーター
室における相談活動の一層の質 的向上を図る。 派遣事業」の運営に携わった。併せて 「不登校児の親の集い」を立ち上げ，，
的向上を図る。 定期的に開催した。

， 。○現職教員の教育相談技能の向上のため 校内研修等に講師として参加した
併せて，現職教員を対象とする公開講座を実施した。

（18年度から実施予定のため，163)-③ 卒業生・修了生及び公立
年度は年度計画なし）学校教員等と協力した研究実施

体制を充実させることをねらい
として，平成１８年度までに研
究成果を教育実践に還元するシ
ステムを確立する。

（18年度から実施予定のため，163)-④ 平成１８年度までに，卒
年度は年度計画なし）業生・修了生・在学生・公立学

校教員・徳島県教育研修センタ
ー職員・大学教員等が協力して
研究を行う体制を確立する。

（21年度から実施予定のため，164)-① 平成２１年度までに，客
年度は年度計画なし）員研究員を含む外国人研究者の

招聘，大学教員及び修士学生の
海外派遣，国際・学術交流協定
締結校との交流を行う等，国際
的・学際的な研究交流を促進す
る体制を充実・確立する。

4)-② 平成１６～２０年度を重 平成１６～２０年度を重点推進 教員に学術雑誌への積極的な発表を奨励した。
点推進期間とし，国内外を問わ 期間とし，国内外を問わず学術雑
ず学術雑誌への積極的な発表及 誌への積極的な発表及びＩＴによ
びＩＴによる研究成果・業績・ る研究成果・業績・活動の公開を

， ，活動の公開を推進することで， 推進することで 研究成果の発表
研究成果の発表，整理・公開の 整理・公開の充実を図る。
充実を図る。

4)-③ インターネットを通して インターネットを通して，問題 e-learningに向けての遠隔コミュニケーション授業の設計・実施，特別支，
問題解決能力とコミュニケーシ 解決能力とコミュニケーションス 援教育に携わる教員への支援，メディア活用スキル等に関する情報の提供を
ョンスキルの向上に役立つ情報 キルの向上に役立つ情報の発信を 行うWebサイトを構築し公開した。
の発信を行う。 行う。

（18年度から実施予定のため，164)-④ 平成１８年度末までに，
年度は年度計画なし）教育学部又は日本文化等の研究

科を有する新規の大学２校と国
際学術交流協定（学生交流実施
細目）を締結し，平成１９年度
から学生１～２名の相互交流を
目指す。
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中期計画 年度計画 計画の進行状況等

4)-⑤ 平成１６年度に，国際学 国際学術交流協定校との学術交 ○平成１６年９月２６日～９月２７日に北京師範大学と共同で，第１回中日
術交流協定校との学術交流事業 流事業の一環として，セミナー又 教師教育学術研究集会「変革社会での教師教育問題」を開催した。
の一環として，セミナー又はシ はシンポジウム等の相互開催につ ○平成１６年９月２７日北京師範大学と学術交流協定を新たに締結した。
ンポジウム等の相互開催につい いて諸準備（照会，企画・立案）
て諸準備（照会，企画・立案） を行い，平成２１年度までに，１
を行い，平成２１年度までに， ～２校との間において実施する。
１～２校との間において実施す
る。

4)-⑥ 平成１７年度までに 「高 平成１７年度までに 「高度科 ○平成１７年度に「教員教育国際協力センター」を設置するため，同センタ， ，
度科学教育国際協力研究センタ 学教育国際協力研究センター」を ーの活動内容，専任教員の選考，規則整備等の諸準備を完了した。
ー」を設置する。 設置する。

（20年度から実施予定のため，164)-⑦ 平成２１年度までに，留
年度は年度計画なし）学生受入数を約７０名まで増加

させる。

4)-⑧ 平成１６年度に，ＪＩＣ ＪＩＣＡ留学生を中心とした理 ○英語による授業の実施状況について，全教員にアンケート調査を実施し，
Ａ留学生を中心とした理数科専 数科専攻の留学生への英語を利用 調査結果に基づき方策を検討した。
攻の留学生への英語を利用した した授業による修士課程の短期修 ○短期修了制度及びカリキュラムについては，平成１７年度も引き続き検討
授業による修士課程の短期修了 了制度（学位取得）について検討 を行うこととした。
制度（学位取得）について検討 し，平成１８年度秋期からの受入
し，平成１８年度秋期からの受 れを目指す。
入れを目指す。

4)-⑨ 学内の「国際交流事業を 学内の「国際交流事業を援助す 「国際交流事業を援助する会」への入会要請文書を教職員に配布し，本会
援助する会」の充実や学外募金 る会」の充実や学外募金活動を実 の趣旨・目的を広報し，基金の充実に努めた。
活動を実施し 平成２０年度に 施し，平成２０年度に，募金活動， ，
募金活動結果を踏まえた奨学金 結果を踏まえた奨学金支給規程の
支給規程の整備を行う。 整備を行う。

， 。5)-① 地域住民に対する閲覧・ 地域住民に対する閲覧・複写・ ○開館時間を延長し 図書貸出期間を２週間以内から３週間以内に延長した
複写・貸出・参考調査等のサー 貸出・参考調査等のサービスをよ ○「市民のための図書館利用ガイダンス」及び「情報検索 「電子ジャーナ」，
ビスをより一層拡充し，図書館 り一層拡充し，図書館が行う各種 ル」ガイダンスを実施した。
が行う各種ガイダンスへの積極 ガイダンスへの積極的な受入を図
的な受入を図る。 る。

5)-② 徳島県内公私立学校園の 徳島県内公私立学校園の学校図 ○鳴門市学校図書館担当者との連絡会を開催した。
， 。学校図書館に対し，連携・協力 書館に対し，連携・協力を図る。 ○非来館型図書貸出サービスを開始し 新聞等で同サービスの広報を行った

を図る。また，徳島県内現職教 また，徳島県内現職教員の要望を
員の要望を調査・把握し，来館 調査・把握し，来館利用の促進を
利用の促進を図ると共に非来館 図ると共に非来館型サービスを行
型サービスを行う。平成１６年 うため，提供可能なサービスを検
度に提供可能なサービスを検討 討し，実施する。
し，実施する。

「 」 （ ） 。5)-③ 児童図書室において行わ 児童図書室において行われるさ ○ 子育て支援活動 及び地域住民との交流行事 年間１０回 を実施した
れるさまざまな読書推進活動等 まざまな読書推進活動等を推進す また，各行事ごとにアンケート調査を実施し，行事の企画に生かした。

「 」 ， 。を推進する。 る。 ○ 子どもの心を理解するための絵本データベース を更新し 充実させた



- 20 -

国立大学法人鳴門教育大学

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
（２）附属学校に関する目標

附属学校では，２１世紀の社会の形成に主体的に参画する国民の育成を目指して，時代や社会の
要請に応える先導的な研究の推進や特色ある教育活動及び実地教育の充実に努める。また，附属学中
校間の連携を密にするとともに，幼・小・中の一貫教育を目指す。さらに，大学直属の附属学校と
して学部及び大学院との教育・研究の一層の連携を推進し，附属学校としての使命を果たす。期
○ 幼稚園では，幼児の遊びを中心とした生活を総合的に組織し，一人一人の発達に合わせた教育
課程を編成し，人の生涯の基盤となりうる豊かな人間性と独創性を育 む教育を行う。目

○ 小学校では，基礎・基本の確実な定着を図り，未来を拓く児童の育成にふさわしい教育課程を
編成して一人一人の個性・能力を最大限に伸ばす特色ある教育活動を展開する。人権を尊重し自標
主性・社会性・創造性に富み，実践力豊かで心身ともに健全な児童の育成をめざす。

○ 中学校では，基礎・基本となる学力と学ぶ意欲を身につけ，一人一人の個性・能力を最大限に
伸ばす特色ある教育活動を展開する。知・徳・体の調和的人格の完成をめざし，自主・自立の精
神，創造的能力，豊かな人間性をそなえ，社会の発展に寄与することのできる心身ともに健全な
中学生の育成をめざす。

○ 養護学校では，知的障害のある児童生徒一人一人の個性や能力・特性に応じて，その可能性を
最大限にのばし，自立と社会参加をめざし，その基礎・基本の習得をすることを目的とした教育
を行う。
1) 大学と連携しながら実地教育カリキュラムを改善し，時代の要請に応える優れた教員の養成
を図る。

2) 附属学校間並びに大学との間で，教育研究のための共同及び相互支援体制を確立する。
3) 管理運営・教育制度等を見直し，時代・社会のニーズに則した学校運営を目指す。
4) 教育機関と積極的に連携し，教員の資質の向上を図る。
5) 安全管理体制を整備し，幼児，児童及び生徒の安全を確保する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

1)-① 平成１６年度までに，大 大学と附属学校が連携し，教員 ○教員養成カリキュラム研究や実習内容の充実を図るため教育実践を中核と
学と附属学校が連携し，教員養 養成カリキュラム研究や実習内容 した新カリキュラムを開発した。
成カリキュラム研究や実習内容 の充実を図るとともに成績評価基 ○成績評価基準については平成１７年度入学生から従前の４段階評価を５段
の充実を図るとともに成績評価 準を明確にする。 階評価に変更した。
基準を明確にする。

2)-① 平成１７年度中に，附属 幼稚園，小学校，中学校の１２年間を見通した教育カリキュラムの開発に（17年度から実施予定のため，1
学校間の連携 教育を図るた 向けての体制づくりについて検討した。6年度は年度計画なし）
め，幼稚園，小学校，中学校の
１２年間を見通した教育カリキ
ュラムを開発し，附属学校の一
貫教育を実施する。

○幼稚園・小学校の教員の交流を 幼稚園・小学校の教員の交流 ○幼小連携推進委員会を設置し，幼小合同保育／授業のカリキュラム案を作
積極的に行い，平成１６年度よ を積極的に行い，相互協力体制を 成した。
り相互協力体制を確立する。 確立する。 ○幼小連携教育課程の見直し・検討を進め，１７年度より実施のカリキュラ

ムを決定した。
○６月の附属小学校授業研究会・１１月の附属幼稚園研究発表会・２月の附
属小学校研究発表会で幼小の教師による合同保育／授業を実施すると共に，
研究成果を発表した。

○平成１７年度より小学校高学年 平成１６年度から小学校教員による年間を通した理科指導を実施した。（17年度から実施予定のため，16
年度は年度計画なし）と中学校１年生の特定の教科学

習を同一教員が担当する制度を
確立する。
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中期計画 年度計画 計画の進行状況等

2)-② 平成１７年度までに，附 幼稚園では，大学教員等とプロ
属学校と学部・大学院との教育 ジェクトを組み，幼保一元化も視
研究体制を確立する。 野に入れた，複合的な幼児教育施

設の在り方や保育者養成に関わ
幼稚園では，平成１６年度に， る研究を推進し，保育所機能も併 幼稚園では，大学教員・社会福祉関係者等と幼児教育施設検討委員会を設
大学教員等とプロジェクトを組 有した幼児教育施設について検討 置し，複合的な幼児教育施設の在り方について協議した。
み 幼保一元化も視野に入れた するための委員会を設置する。 また 「総合施設」関連の情報を収集するとともに調査研究を推進し，中， ， ，
複合的な幼児教育施設の在り方 間まとめを作成した。
や保育者養成に関わる研究を推
進し，保育所機能も併有した幼
児教育施設について検討するた
めの委員会を設置する。

○小学校・中学校では，学部・大 小学校・中学校では，学部・大 ○小学校では，学習指導研究部を中心として２領域を設け，各領域ごとに継
学院と一体化した教育研究を推 学院と一体化した教育研究を推進 続研究部会と教科部会を組織し，大学間との研究推進体制を確立した。
進するための校内組織を平成１ するための校内組織を整備する。 ○中学校では，教科・学年の両面から構成し，教育研究推進委員会を設置し
６年度に整備する。 た。

2)-③ 平成１６年度までに，少 少人数指導や習熟度別学習指導
人数指導や習熟度別学習指導に に係る大学教員と附属学校教員に
係る大学教員と附属学校教員に よる共同指導体制を確立し，平成
よる共同指導体制を確立し，平 １７年度から実施する。
成１７年度から実施する。

○幼稚園では，平成１６年度まで 幼稚園では，少人数学級の教育 附属幼稚園運営検討委員会を設置し，大学との連携を図りながらティーム
に，少人数学級の教育効果の検 効果の検討に入り，平成１７年度 保育・少人数保育の教育効果の検討や学級定員の適正人数について検討を行
討に入り，平成１７年度からの からの積極的な導入をめざす。 い検討結果をまとめた。
積極的な導入をめざす。

（17年度から実施予定のため，16○小学校・中学校にチームティー
年度は年度計画なし）チング制度を積極的に導入す

る。

○小学校では 平成１７年度より 小学校では，文部科学省の指定「学力向上フロンティアスクール」の研究， ，（17年度から実施予定のため，16
算数科で習熟度別学習指導のた 成果を受け，少人数指導や習熟度別学習指導，課題選択学習を３年生の算数年度は年度計画なし）
めの共同指導体制を組み，その 科で試行した。
教育効果を検証し他教科への導
入に反映させる。

， ， ， 。○中学校では 平成１７年度より 中学校では 平成１６年度後期に３年数学で習熟度別学習指導を試行した（17年度から実施予定のため，16
年度は年度計画なし）英語・数学において，基礎コー

スと課題追求コースに分け，習
熟度別学習指導を実施する。

○養護学校では，障害特性に応じ 養護学校では，障害特性に応じ 養護学校では，個別の指導計画を作成した。
た，よりきめの細かい指導の充 た，よりきめの細かい指導の充実
実を図る。 を図る。

2)-④ 平成１６年度までに，大 大学教員の附属学校での年間を
学教員の附属学校での年間を通 通した授業支援制度を確立し，平
した授業支援制度を確立し，平 成１７年度から実施する。
成１７年度から実施する。

○小学校では，特色ある授業とし 小学校では，特色ある授業とし 小学校では，１単元すべてを大学教員が授業をするよう希望科目及び時間
て，大学教員の専門性を生かし て，大学教員の専門性を生かした 数をまとめた。
た授業を実施する。 授業を実施する。

○中学校では，平成１６年度より 中学校では，平成１６年度より 中学校では，必修・選択教科で大学教員による授業を実施した。
選択教科で，平成１７年度より 選択教科で，平成１７年度より必
必修教科・選択教科で大学教員 修教科・選択教科で大学教員が専
が専門性を生かした授業を実施 門性を生かした授業を実施する。
する。
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中期計画 年度計画 計画の進行状況等

2)-⑤ 平成１６年度中に，附属 附属学校教員による学部の授業 新カリキュラムの開発に伴いコア科目を教育実践に携わる附属学校園と協
学校教員による学部の授業担当 担当制度を確立し，平成１７年度 働し授業を展開する制度を確立し，平成１７年度新入学生から適用すること
制度を確立し，平成１７年度か から実施する。 とした。
ら実施する。

小学校では，大学教員が本校で，初等中等教科教育実践Ⅰに１９時間，学
校教育実践に４時間，合計２３時間授業担当する制度を確立した。
幼稚園では，附属幼稚園教員が，学部の授業「保育内容‘環境 」(１学期’

金曜日５時限)を担当した。

（17年度から実施予定のため，162)-⑥ 平成１７年度までに，新
年度は年度計画なし）任大学教員をはじめとした大学

教員研修の一環として，附属学
校に勤務する制度を確立する。

3)-① 平成１６年度までに，附 附属学校運営協議会の審議内容 従前の協議会を運営委員会に改め，構成員に附属学校部長を加え，大学と
属学校運営協議会の審議内容を を見直し管理運営体制の充実を図 附属学校園との連携・管理運営の連携強化を図った。
見直し管理運営体制の充実を図る。 る。

3)-② 現行の学校評議員制度を 現行の学校評議員制度を充実さ ○小学校では，学校教育活動自己評価表に基づく教職員による評価結果，及
充実させ，自己点検・評価を積 せ，自己点検・評価を積極的に行 びオープンスクールで実施した保護者及び地域の方々のアンケート結果を学
極的に行い，公表し，説明責任 い，公表し，説明責任を果たす。 校評議員会に報告した。
を果たす。 ○中学校では，自己点検・評価項目表に基づく教員による自己点検・評価を

実施し，学校評議員会等に報告した。
○養護学校では，保護者に対する外部評価（アンケート方式）を実施し，結
果を学校評議員会に報告するとともに，各学部主事による自己評価を実施し
た。
○幼稚園では，学校評議員会に「参観者及び研修会参加者による評価集計結
果内容」や「教員の自己点検・自己評価基準表」を報告した。

3)-③ 平成１６年度までに，附 附属学校のめざす幼児・児童・ ○めざす幼児・児童・生徒像について検討した。
属学校のめざす幼児・児童・生 生徒像を明確にする。 ○附属学校園のめざす幼児・児童・生徒像を公表した。
徒像を明確にする。

3)-④ 平成１６年度に入学者選 入学者選抜方法等を検討するた 入学者選抜方法検討委員会を設置し，前年度までの入学者選抜方法等につ
抜方法等を検討するための委員 めの委員会を設置し，選抜方法等 いて合否判定方法等を見直し，平成１８年度の選抜方法から導入することと
会を設置し，選抜方法等の改善 の改善を図る。 した。
を図る。

3)-⑤ 平成１６年度から，教員 教員増を可能にする方策を検討 養護学校では，概算要求の結果，平成１７年度に１名の増員が図られた。
増を可能にする方策を検討す する。
る。

3)-⑥ 平成１６年度から，附属 附属学校園の情報環境の管理保 情報環境管理者は，民間会社に外部委託することとした。
学校園の情報環境の管理保全に 全にあたる情報環境管理者を新た
あたる情報環境管理者を新たに に配置する。
配置する。

3)-⑦ 平成１６年度から，附属 附属学校園専属のスクールカウ 平成１６年度より附属学校園にスクールカウンセラー（２名）を配置し，
学校園専属のスクールカウンセ ンセラー若しくは臨床心理士を２ 児童・生徒・保護者のカウンセリングを実施した。
ラー若しくは臨床心理士を２名 名配置する。
配置する。

3)-⑧ 平成１６年度から，小学 小学校・中学校のＡＬＴ(英語 小学校では，各クラス週１時間（合計週１８時間）の英語学習を実施して
校・中学校のＡＬＴ(英語指導 指導教員（助手 ）の指導時間増 いるが，全授業をネイティブによる指導に切り替えるための方策として，１）
教員（助手 ）の指導時間増の のための方策を講じる。 ７年度より設置される小学校英語教育センターの協力を得ることとした。）
ための方策を講じる。

，3)-⑨ 平成１６年度から，幼稚 幼稚園では，学級編成・保育料 附属幼稚園運営検討委員会を設置し，学級定員の適正規模・教育効果等
第三者評価・情報公開について検園では，学級編成・保育料・外 ・外部研究資金・第三者評価・情 保育料の適正化・外部研究資金導入等，

討結果をまとめた。部研究資金・第三者評価・情報 報公開等についての適正化や充実
公開等についての適正化や充実 についての検討をする。
についての検討をする。
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中期計画 年度計画 計画の進行状況等

4)-① 平成１６年度までに，徳 徳島県及び関係市町村教育委員 ○徳島県教育委員会・徳島市教育委員会と鳴門教育大学との人事交流協定書
島県及び関係市町村教育委員会 会と人事交流制度並びに教員研修 による人事交流を開始した。
と人事交流制度並びに教員研修 制度及び共同研究体制について協 ○徳島県教育委員会主催の研修や公立校園の校内研修の支援体制をとり，教
制度及び共同研究体制について 議するための体制を整備し，円滑 員の資質向上に貢献した。
協議するための体制を整備し， な交流人事を図るとともに徳島県
円滑な交流人事を図るとともに 内の教員の資質の向上に寄与す
徳島県内の教員の資質の向上に る。
寄与する。

4)-② 教育の今日的重要課題に 教育の今日的重要課題につい ○今日的な教育課題の解明に向けての研究内容を各校園で発表した。
ついて，公立学校園の教員と連 て，公立学校園の教員と連携を図 ○徳島県教育研究会（幼・小・中・養）と連携した実践研究を実施した。
携を図りながら，実践研究を積 りながら，実践研究を積極的に行 ○附属小学校授業研究会を開催し，実践研究を行った。

，「 」，「 」，「 」，極的に行う。 う。 ○附属小学校研究発表会を開催し 学力評価 英語学習 幼小中連携
「総合学習」等今日的課題について実践研究を行った。

○幼稚園では，平成１６年度に， 幼稚園では，現職教員や保育士 ○教育内容・研究の概要は，ホームページを更新しながら新しい情報を公開
現職教員や保育士・地域の保護 ・地域の保護者を対象にした公開 した。

， ，者を対象にした公開講座や子育 講座や子育て相談事業等を実施す ○公開講座や子育て相談事業の実施内容について検討し 現職教員や保育士
て相談事業等を実施する。 る。 地域の保護者を対象にした教育講演会や施設及び保育参観・子育て相談等を

実施した。

○小学校では，平成１６年度から 小学校では，テレビ会議システ ○テレビ会議実施計画書に基づき，徳島市城東小学校とテレビ会議システム
テレビ会議システムや各種メデ ムや各種メディアを積極的に活用 を通して，総合学習に関する実践研究を行った。
ィアを積極的に活用し，公立学 し，公立学校の教員と連携して実 ○各種広報誌等で研究内容を発表した。
校の教員と連携して実践研究を 践研究を行う。また，小学校の研
行う。また，小学校の研究内容 究内容を定期的に広報紙・ホーム
を定期的に広報紙・ホームペー ページ等で積極的に発信する。
ジ等で積極的に発信する。

○中学校では，徳島県中学校教育 中学校では，徳島県中学校教育 ○徳島県中学校教育研究会と連携し，実践研究を推進した。
研究会と連携し，実践研究を行 研究会と連携し，実践研究を行う ○附属中学校のホームページに研究内容や教科の指導を掲載した。
うとともに，その内容を積極的 とともに，その内容を積極的にホ
にホームページで公開する。 ームページで公開する。

○養護学校では，個別の指導計画 養護学校では，個別の指導計画 ○個別の指導計画・サポートブックを作成した。
の作成とその実践を集積する。 の作成とその実践を集積する。ま ○徳島県内外の障害児教育諸学校・小中学校と共同研究を実施するとともに
また，自閉症の児童生徒の指導 た，自閉症の児童生徒の指導の研 研究発表会を開催した。
の研究を深め，ＡＤＨＤ（注意 究を深め，ＡＤＨＤ（注意欠陥多
欠陥多動性障害 ・高機能自閉 動性障害 ・高機能自閉症等につ） ）
症等についての研修や相談を積 いての研修や相談を積極的に実施
極的に実施する。 する。

4)-③ 附属学校教員に対し，１ 附属学校教員に対し，１０年経 １０年経験者研修等の各種研修に積極的に派遣した。
０年経験者研修，初任者研修， 験者研修，初任者研修，英語担当
英語担当教員国内研修などの各 教員国内研修などの各種研修を積
種研修を積極的に実施（派遣） 極的に実施（派遣）し，資質の向
し，資質の向上を図る。 上を図る。

4)-④ 平成１６年度までに，附 附属学校教員の資質向上を図る 小学校，中学校から各１名派遣した。 また，４校園から各１名派遣するた
属学校教員の資質向上を図るた ために，本学大学院修士課程で専 めの方策等を検討した。
めに，本学大学院修士課程で専 修免許状を取得させるための方策
修免許状を取得させるための方 を検討する。
策を検討し，平成１７年度から
実施する。

「 」 ， 。5)-① 平成１６年度までに，学 学校安全指導に関する要領を策 ○附属学校園が 安全指導計画 を策定し それに基づき安全対策を講じた
校安全指導に関する要領を策定 定し，幼児・児童・生徒への安全 ○防犯安全講習会や学校安全指導研究会に全職員が参加して研修を深め，安
し，幼児・児童・生徒への安全 指導教育を計画的に実施するとと 全管理意識を高めた。
指導教育を計画的に実施すると もに，施設・設備面においても計 ○毎月の施設設備安全点検・通学路の安全管理等を計画的に実施した。
ともに，施設・設備面において 画的に安全対策を講じる。 ○設備面の見直しを図り，防犯監視カメラのカラー化やインターホンの増設
も計画的に安全対策を講じる。 や表示看板の設置をする等の対策を講じた。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する特記事項

１ 教育に関する目標関係 ３ その他の目標関係

(1) 本学の理念・方向性を明確にするため，基本理念，教育目標，研究目標，教育研 (1) 社会との連携，国際交流等に関する目標を達成するための措置として，
究運営方針からなる「鳴門教育大学憲章」を制定した。 ① 社会との連携については，徳島県教育委員会等との連携強化を図り，広く地域

社会の声を大学運営に反映させるため，地域連協議会を発足させた。
， ， （ ， ）(2) 創設以来の活動状況を分析し，今後の課題を明確にするため 「鳴門教育大学にお ② 国際交流については 開発途上国の現職教員教育支援 人材養成 国際貢献等

けるこれまでの教育研究の実施状況及び地域社会との連携状況等報告書 レビュー のため 「教員教育国際協力センター」の設置準備（教員配置，諸規定整備等）を」（ ） ，
としてまとめた。 行い，平成１７年度に新設することとした。

(3) 教育の成果に関する目標を達成するための措置として，教育実践学を中核とした (2) 附属学校に関する目標を達成するための措置として，大学教員による附属学校授
教員養成を行うため，学士課程において本学独自の教員養成コア・カリキュラムを 業支援制度，また，附属学校教員による学部授業支援制度を確立し，平成１７年度
開発し，平成１７年度から実施することとした。 から実施することとした。

(4) 教育内容等に関する目標を達成するための措置として，学士課程及び大学院課程
において，平成１７年度入学生から，学校危機管理（学校における安全管理）のカ
リキュラムを実施することとした。
また，大学院課程において，長期履修制度（修業年限３年）を適用し，教員免許

状を取得していない学生のための学校教員養成プログラムを平成１７年度から実施
することとした。
なお，この制度によるプログラムを実施するにあたり，附属学校での教育実習が

円滑に実施できる体制を整備した。
続いて，教育相談体制の充実を図るため，全教員によるオフィスアワーを設ける

こととした。

(5) 実技教育研究指導センター，学校教育実践センター，情報処理センター及び保健
管理センターを統括するセンター部を設けた。また，業務の一元化と機能の充実を
図るため，再編成するとともに教員の再配置を行った。

(6) 学生への支援に関する目標を達成するための措置として
（ ） ，① 教員就職支援チーフアドバイザー 助教授：校長経験者 を採用するとともに

学生課に「就職支援室」を設置し，教職員が一体となってきめ細かい就職指導を
行う体制を整えた。
② 留学生の相談体制を充実させるため，留学生担当窓口の事務体制を整備し，学
生課に「国際交流室」を設置し，英語の堪能な職員を配置することにより，サー
ビス体制を強化した。また，外国人留学生に「国際交流基金」から奨学金を支給
した。

２ 研究に関する目標関係

(1) 研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置として，小学校の
英語教育支援（担当者養成，研修，研究等）のため 「小学校英語教育センター」の，

（ ， ） ， 。設置準備 教員配置 諸規定整備等 を行い 平成１７年度に新設することとした

(2) 研究実施体制等の整備に関する目標の措置として，教員の教育研究，大学運営及
び地域貢献等に関する業績評価に基づく研究費の傾斜配分方法を見直し，業績評価
に基づく傾斜配分率を引き上げた。
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
１ 運営体制の改善に関する目標

1) 学長を中心とするダイナミックで機動的な運営体制を確立する。
2) 役員及び経営協議会の構成員に学外者を積極的に登用し社会に開かれた運営システムを確立する。中
3) 教員，事務職員の一体化を目指した積極的業務連携を推進する。
4) 運営体制の効率化を図る。期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

1)-① 理事は３名体制として， 理事は３名体制とし，うち１名 理事は３名体制とし，うち１名は非常勤理事（学外者）とした。
うち１名は学外から登用する。 は学外から登用する。当初は常勤
当初は常勤２名（学内）非常勤 ２名（学内）非常勤１名（学外） Ⅲ
１名（学外）とするが，将来３ とする。
名とも常勤とする。

1)-② 教授会の審議事項は，真 教授会の審議事項は，真に必要 教授会の審議事項について見直し，教員の選考に関する事項を削
に必要な事項に精選する。 な事項に精選する。 Ⅲ 除した。

1)-③ 監事は２名とも非常勤と 監事は２名とも非常勤とする ○監事は２名とも非常勤監事とした。
するが，監事監査規程に基づき が，監事監査規程に基づき厳格な ○監事には，経営協議会及び教育研究評議会に学外委員として出席
厳格な監査実施体制を確立す 監査実施体制を確立する。 Ⅲ し必要に応じて意見を述べることができることとした。
る。 ○監事監査規程を制定するとともに，平成１６年度監事監査計画に

基づき臨時監査を実施した。

2)-① 経営協議会の構成員の半 経営協議会の構成員の半数以上 経営協議会（平成16年度：５回開催）の学外委員（６名）には，
数以上は学外者とするほか，積 は学外者とするほか，積極的に社 Ⅲ 大学経験者及び地元の徳島県教育委員会，鳴門市，企業等で活躍し
極的に社会の意見や知恵を大学 会の意見や知恵を大学運営（経営 ている有識者に委嘱した。教員就職率の向上等の提言を受け，関係
運営（経営面）に反映させる。 面）に反映させる。 委員会で検討し，大学運営に反映させている。

2)-② 学長選考会議は，１２名 学長選考会議は １２名体制 学 学長の選考方法については，学長候補者推薦制度に基づく被推薦， （
体制（学外者５名）とし，学長 外者５名）とし，学長及び理事を 者と学長選考会議が独自に選出した適任者のうちから，学長選考会
及び理事を構成員とする。選考 構成員とする。選考過程における Ⅲ 議において候補者を選考する制度とし，教職員による意向投票は実
過程における職員の意向聴取の 職員の意向聴取のための投票は行 施しないこととした。
ための投票は行わず，学長選考 わず，学長選考会議の権限を重視
会議の権限を重視した選考制度 した選考制度を確立する。
を確立する。

（18年度から実施予定のため，163)-① 事務部門は理事の業務内
年度は年度計画なし）容に則し，体系的に整理・統合

し，事務局は中期目標期間中の
早期の時期に廃止する方向とす
る。

3)-② 法人化により必要となる 法人化により必要となる新たな ○事務局組織を改組し，各課に次の室を新たに設置した （企画・。
新たな業務については，早期に 業務については，早期に体制を整 Ⅲ 評価室，研究協力室，情報システム室，地域連携・実践センター事
体制を整備する。 備する。 務室，国際交流室，学生生活支援室等）

○学長の諮問機関として，新たに改革推進委員会を設置した。
○各種委員会の統廃合（３０→２３）を図り，役員のリーダシップ
が発揮できる体制とした。
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進行 ウェ

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）
状況 イト

3)-③ 平成１６年度に，教員と 教員と事務職員の連携体制を検 ○検討する組織として，事務局連絡会議（議長 事務局長）を設置
事務職員の連携体制を検討する 討する組織を設置し，平成１７年 Ⅲ した。
組織を設置し，平成１７年度以 度以降，業務体制を確立する。 ○平成１６年１０月に教員就職支援チーフアドバイザー（本学助教
降，業務体制を確立する。 授）を設け，事務局学生課就職支援室スタッフと一体となって学生

の就職支援活動に当たることとなった。

4)-① 附属学校の管理運営体制 附属学校の管理運営体制を確立 従来各附属学校園ごとに行っていた大学との連携を，附属学校部
を確立し，大学組織との効率的 し，大学組織との効率的な連携を Ⅲ として包括的に行うため，附属学校部を設けた。
な連携を図る。 図る。 また，教育研究評議会の構成員に附属学校部長を加え，大学の連

携強化を図った。

ウェイト小計
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国立大学法人鳴門教育大学

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
２ 教育研究組織の見直しに関する目標

1) 教育研究の進展や社会的要請に応じて，適切な評価に基づき，教育研究組織の弾力的な設計と改組転換
を進める。中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

1)-① 平成１６年度までに，講 講座編成，教員配置等について 平成１７年度に「日本語教育分野」の新設，平成１８年度に「学
座編成，教員配置等について見 見直し，平成１７年度から新たな 校管理職養成分野 「特別支援教育コーディネーター養成分野」」，
直し，平成１７年度から新たな 教育研究体制を確立する。 Ⅲ の新設及び教育臨床コース内の分野の再編を行うこととした。
教育研究体制を確立する。

1)-② 平成１６年度までに，学 学校教育実践センター，附属実 ○学校教育実践センター，附属実技教育研究指導センター，情報処
校教育実践センター，附属実技 技教育研究指導センター，保健 Ⅲ 理センター及び保健管理センターを統括する「センター部」を設置
教育研究指導センター，保健管 管理センター及び情報処理センタ した。
理センター及び情報処理センタ ーの組織及び業務を見直す。 ○平成１７年４月から，４センターを，地域連携センター，実技教
ーの組織及び業務を見直す。 育研究指導センター，高度情報研究教育センター及び心身健康研究

教育センターに改組するとともに，実技教育研究指導センターを学
部附属教育研究施設から学内共同教育研究施設に再編することとし
た。

ウェイト小計
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国立大学法人鳴門教育大学

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
３ 人事の適正化に関する目標

1) 教員の流動性・多様性を高めるための人事を推進する。
2) 教育研究の活性化を図るため，業績評価の評価基準や方法及びこれを反映するための給与システムを確中
立する。

3) 教職員の定数管理と事務系職員の採用・人事制度を確立する。期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

（17年度から実施予定のため，161)-① 平成１８年度を目途に教
年度は年度計画なし）員の任期制を導入し，教員人事

の活性化と流動性を図る。

1)-② 平成１６年度中に，教員 教員選考基準及び選考方法を見 「国立大学法人鳴門教育大学教員選考基準に関する規則 「国」，
選考基準及び選考方法を見直し 直す。 立大学法人鳴門教育大学教員選考規程」等を制定し，実務経験者を
平成１７年度から選考基準，選 Ⅲ 採用することとした。
考方法及び選考結果を公開す
る。

（18年度から実施予定のため，161)-③ 中期目標期間中に，国籍
年度は年度計画なし）・性別にとらわれない人事を行

うという理念に基づき，女性教
員の割合を２０％に引き上げる
とともに，外国人教員の増員を
図る。

2)-① 平成１６年度に，業績評 業績評価及びこれを反映する給 ○評価委員会において 「自己点検・評価実施に関する基本事項」，
価及びこれを反映する給与シス 与システムについて検討するため をまとめた。
テムについて検討するための委 の委員会を設置し検討する。 Ⅲ ○評価委員会において，業績評価方法について検討を行い，人事委
員会を設置し，平成１８年度か 員会において，結果を給与へ反映させる制度の導入について検討を
ら実施する。 開始した。

3)-① 中期目標期間中の教職員 中期目標期間中の教職員の定数 中期目標期間中の教員及び事務職員の定員配置計画を策定し，こ
の定数管理計画を策定し，計画 管理計画を策定し，計画的に定数 Ⅲ れに基づき平成１７年度の教員配置を決定した。
的に定数管理を行う。 管理を行う。

3)-② 平成１６年度までに事務 事務系職員の採用，養成及び人 ○中国・四国地区国立大学法人等職員採用試験を実施した。
系職員の採用，養成及び人事交 事交流に係る指針及び具体的方策 Ⅲ ○徳島地区３機関及び本学独自の研修計画を策定した。
流に係る指針及び具体的方策を を策定し平成１７年度から実施す ○四国地区１３機関及び徳島地区３機関による人事交流の協定を締
策定し平成１７年度から実施す る。 結した。
る。

ウェイト小計
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国立大学法人鳴門教育大学

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
４ 事務等の効率化・合理化に関する目標

1) 事務組織・職員配置を再編し，業務の効率化，合理化を図る。
2) 事務電算化を推進し，事務処理の簡素化・迅速化を図る。中
3) 外部委託等を積極的に活用する。

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

1)-① 法人化移行時は事務局組 法人化移行時は事務局組織は継 事務局連絡会議（議長 事務局長）において，中期目標期間中に
織は継承することとするが，中 承することとするが，中期目標期 おける事務組織について検討し，第１次報告書をまとめた。
期目標期間中に事務局制度を廃 間中に事務局制度を廃止し，事務 Ⅲ
止し，事務部門を各理事のスタ 部門を各理事のスタッフとするよ
ッフとするよう段階的に再編す う段階的に再編する。
る。

1)-② 勤務時間管理業務，契約 勤務時間管理業務，契約業務 ○棟事務室を廃止し，勤務時間管理業務を会計課で一括管理するこ
業務（物件費 ，電算機システ （物件費 ，電算機システムの管 ととした。） ）
ムの管理・運営業務等の一元化 理・運営業務等の一元化を図ると Ⅲ ○共済組合事務及び図書購入契約は会計課に，電算システム管理業

， ， 。を図るとともに業務処理方法の ともに業務処理方法の簡素化（決 務は情報図書課に 国際交流業務は学生課に それぞれ一元化した
簡素化（決裁システム等）を一 裁システム等）を一層推進する。 ○原議書の合議者の精選及び健康診断証明事務の簡素化を行った。
層推進する。

2)-① 平成１６年度から，諸証 諸証明書の電子化，自動発行化 教務システムを改善し，諸証明書の自動発行機を導入した。
明書の電子化を図り，自動発行 を一層促進する。 Ⅲ
化を一層促進する。

2)-② 平成１７年度から履修登 教務システムを改善し，平成１７年度から学生による履修登録，（17年度から実施予定のため，16
録，教員による成績入力等の教 教員による成績入力等を行うこととした。年度は年度計画なし）
務事務の電子化を図る。

（17年度から実施予定のため，162)-③ 平成１８年度から授業時
年度は年度計画なし）間割作成の電子化を図る。

3)-① 平成１６年度までに業務 業務外部委託計画を策定し，平 ○中期計画期間中の業務外部委託計画を策定した。
（ ） 。外部委託計画を策定し，平成１ 成１７年度から年次計画に基づき Ⅲ ○平成１７年度は３件 うち新規１件 の業務外部委託を実施する

７年度から年次計画に基づき外 外部委託を行う。
部委託を行う。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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国立大学法人鳴門教育大学

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置関係

(1) 本学では２名を常勤理事，１名を非常勤理事とし，非常勤理事には，広報部門担当
として地元新聞社の役員を採用した 「平成１６年度広報活動計画」及び「中期目標。
期間中の広報活動・情報公開推進方針」が策定され，これに基づき，大学紹介ＤＶＤ
の作成等，広報活動の充実を図ることができた。

(2) 教授会の審議事項の精選を行い，教員の人事に関する事項を削除し，教員人事につ
いては教育研究評議会の審議事項とした。教育研究評議会の下に教員人事について検
討するため人事委員会を設置した。これらのことにより，教授会の審議時間の短縮を
図ることができた。
また，各種委員会の構成員として教員以外に，事務局管理職員を選出することとし

た。これにより，人事委員会の構成員に事務局管理職員（事務局長他）を含めること
となった。

(3) 学長の選考方法については，学長候補者推薦制度に基づく被推薦者と学長選考会議
が独自に選出した適任者のうちから，学長選考会議において候補者を選考する制度と
し，教職員による意向投票は実施しないこととした。
また，推薦資格者は，教員・事務局管理職員等及び附属学校管理職員とし，事務局

職員及び附属学校教員も学長選考に参加できる制度とした。

(4) 大学運営及び教育研究等多岐にわたる事項の企画・立案及び将来構想等について，
検討する学長の諮問的機関として，新たに改革推進委員会を設置し，鳴門教育大学憲
章の制定・教育研究組織の見直し・中期目標期間中の教員の定員管理計画の策定等に
ついて検討した。

， ， ，(5) 業務内容を明確にし 効率的な業務処理をするため 事務局総務課に企画・評価室
附属学校事務室，会計課に経理室，研究協力室，情報図書課に情報システム室，教務
課に地域連携・実践センター事務室，学生課に学生生活支援室，就職支援室，国際交
流室を設け，それぞれ室長を置いた。

， ，(6) 共済組合事務及び図書購入契約は会計課に 電算システム管理業務は情報図書課に
国際交流業務は学生課に，それぞれ一元化した。

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置関係

社会的要請に応ずべく教育組織を見直し 大学院課程において 平成１７年度に 日， ， 「
本語教育分野 （日本語教育のプロフェッショナルの育成）を，平成１８年度に「学」
校管理職養成分野」及び「特別支援教育コーディネーター養成分野」を新設すること
とした。

３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置関係

教員人事に関し，選考基準を見直し，実務経験者を採用できるよう基準を改めた。
また，教員選考方法の仕組みについて見直しを行い，上記１の(2)に掲げる事項の

ほか，学長の意向（教員選考申出の指示）が反映される制度とした。
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国立大学法人鳴門教育大学

Ⅲ 財務内容の改善
１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

1) 科学研究費補助金など外部研究資金その他の自己収入の増加を図る。
2) 地域社会や産業界との連携・交流の強化を図る。中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

1)-① 平成１６年度に，外部研 外部研究資金獲得を図るため事 平成１６年４月１日に研究協力室を設置し，専任職員２名を配置
究資金獲得を図るため事務部門 務部門を整備し，事務スタッフを Ⅲ した。
を整備し，事務スタッフを充実 充実する。
する。

1)-② 科学研究費補助金の採択 科学研究費補助金の採択件数を 教員の半数以上が申請（９６件）を行い，平成１７年度は採択目

。件数を全学的プロジェクトを含 全学的プロジェクトを含め，平 Ⅲ 標を超える４４件の採択を得た
め，平成２１年度までに約４０ 成２１年度までに約４０件に増加
件に増加させる。 させる。

1)-③ 講師派遣事業収入等の研 講師派遣事業収入等の研究費組 ○予算・財務管理委員会において，講師派遣事業収入等の研究費組
究費組み入れを検討するための み入れを検討するための委員会を Ⅲ み入れを検討することとした。
委員会を平成１６年度に設置し 設置し，平成１８年度からこれを ○講師派遣事業等にかかる実態調査を行った。
平成１８年度からこれを実施す 実施する。
る。

1)-④ 外部研究資金及びその他 ○科学研究費補助金，寄附金，受託研究及び受託事業等の外部研究（19年度から実施予定のため，16
の自己収入を，平成２１年度ま 資金を確保するための方策をとりまとめた。年度は年度計画なし）
でに平成１５年度の約１.５倍 ○各種助成金情報を学内Webに掲載した。
に引き上げる。

2)-① 平成１６年度から，本学 本学ホームページに各種の研究 ○ホームページの「教育研究活動」に，教育研究支援プロジェクト
ホームページに各種の研究に関 に関する事項を新規掲載するほ 成果報告書一覧等の項目を加えた。
する事項を新規掲載するほか， か，国立情報学研究所の電子図書 Ⅲ ○国立情報学研究所のホームページにリンクをはり，本学教員の研
国立情報学研究所の電子図書館 館サービスを利用した研究紀要の 究活動の情報及び研究紀要等を紹介することとした。
サービスを利用した研究紀要の 公開などデータベースを活用した
公開などデータベースを活用し 積極的な情報発信に取り組む。
た積極的な情報発信に取り組
む。

ウェイト小計
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国立大学法人鳴門教育大学

Ⅲ 財務内容の改善
２ 経費の抑制に関する目標

1) 事務の合理化・電子化等により，事務組織の見直しを行い管理経費の抑制を図る。
中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

1)-① 平成１６年度から，各年 管理経費を対前年度比１％の節 電力需要の複数年契約の実施及び一般競争入札に係る積算方法の
度の管理経費を対前年度比１％ 減を図る。 Ⅲ 見直し等により，管理経費の対前年度比１％節減（3,000千円）を
の節減を図る。 行った。

ウェイト小計
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国立大学法人鳴門教育大学

Ⅲ 財務内容の改善
３ 資産の運用管理の改善に関する目標

1) 施設設備及び物品の効果的・効率的運用を図る。
中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

1)-① 平成１６年度中に固定資 固定資産の取得・検収及び処分 固定資産管理事務取扱要項及び寄附資産受入取扱要項を整備し，
産の取得・検収及び処分等に係 等に係る制度を確立する。 Ⅲ 固定資産の取得・検収及び処分等に係る取扱いを定めた。
る制度を確立する。

1)-② 職員宿舎及び学生宿舎の 職員宿舎及び学生宿舎の入居率 ○職員宿舎規程を見直し，入居資格を緩和することにより，延べ３
入居率の向上を図るため，必要 の向上を図るため，必要な措置を Ⅲ 人の客員研究員が入居した。
な措置を計画的に実施する。 計画的に実施する。 ○学生宿舎規則及び同入居基準を見直し，入居資格の緩和を図ると

共に，学生宿舎世帯棟１２室の全面的な改修及び単身棟の共有スペ
ースの改修を行った。このことにより，平成１７年度の入居率が上
がることとなった。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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国立大学法人鳴門教育大学

Ⅲ 財務内容の改善に関する特記事項

１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置関係

教員養成大学であるため，産学連携による外部研究資金の獲得は難しい状況にあ
ることから，科学研究費補助金採択件数の増加を図ることとした。説明会を実施す
るなど全学的に取り組み，教員の半数以上が申請（９６件）を行い，平成１７年度
は採択目標（４０件）を超える４４件の採択を得た。

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置内容

中期目標期間における業務コストを節減するため，業務外部委託年次計画の策定
・実施，複数年契約への移行及び予定価格積算方法の見直し等により，管理経費の
対前年度比１％節減（3,000千円）を実施した。
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供
１ 評価の充実に関する目標

1) 自己点検・評価体制等の充実を図るとともに，教員に対する多様な評価システムを導入し，その評価結
果を大学運営の改善・充実に十分に反映させる。中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

1)-① 平成１６年度までに，点 点検・評価及びそのための情報 ○点検・評価及び分析等を行う事務部門として，総務部総務課に企
検・評価及びそのための情報分 分析を担当する評価室（仮称）を 画・評価室を設置した。
析を担当する評価室（仮称）を 設置するとともに，平成１７年度 Ⅲ ○評価委員会での検討結果を「自己点検・評価実施に関する基本的
設置するとともに，平成１７年 までに，点検・評価の結果を大学 事項」としてまとめた。
度までに，点検・評価の結果を 運営に反映させるシステムを構築
大学運営に反映させるシステム する。
を構築する。

（17年度から実施予定のため，161)-② 平成１７年度に，教員の
年度は年度計画なし）教育研究業績に対する評価シス

テムの検討を行い，平成１８年
度から導入する。

（19年度から実施予定のため，161)-③ 平成１９年度に，教員の
年度は年度計画なし）活動状況等を調査し，その結果

に応じた総合的な教員評価を行
うシステムを構築する。

（20年度から実施予定のため，161)-④ 平成２０年度に，国立大
年度は年度計画なし）学法人化後の学士課程及び修士

課程における教育研究活動等に
ついて第三者評価を行う。

ウェイト小計
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供
２ 情報公開等の推進に関する目標

1) 教育研究活動等の状況について，積極的に情報を社会に提供するため，広報体制の充実・強化を図る。
2) 広報活動の基本となるプランを策定し，プランに基づき効果的・効率的な広報活動を推進する。中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

（17年度から実施予定のため，161)-① 平成１７年度に，学生が
年度は年度計画なし）ホームページ及び広報誌の企画

・発行等の広報活動に参画でき
る体制づくりを行い，広報活動
の一層の強化・充実を図る。

（19年度から実施予定のため，11)-② 平成１９年度に，学生を
6年度は年度計画なし）含めた全学的な組織により広報

活動を自己点検・評価する体制
を整備し，広報活動の在り方に
関する点検・評価を実施する。

（20年度から実施予定のため，161)-③ 平成２０年度に，大学の
年度は年度計画なし）知的情報を一元的に掌握し，デ

ーターベース化を推進し，社会
の求めに応じた情報を適切に加
工して提供できる機能を備えた
大学情報サービス室（仮称）を
設置する。

（20年度から実施予定のため，162)-① 平成２０年度に，平成２
年度は年度計画なし）２年度以降の「情報サービスプ

ラン（仮称 」を策定する。）

2)-② 平成１６年度までに，広 広報誌（電子媒体を含む ）の ○「平成１６年度広報活動計画」を策定し，広報誌の見直し，ホー。
報誌（電子媒体を含む ）の点 点検・見直しを行い「広報プラン Ⅲ ムページの充実を図るとともに，諸広報活動（大学紹介ＤＶＤ作成。
検・見直しを行い「広報プラン （仮称 」を策定する。 等）を実施した。）
（仮称 」を策定する。 ○「中期目標期間中の広報活動・情報公開推進方針」を策定した。）

（18年度から実施予定のため，162)-③ 平成１８年度に，国外向
年度は年度計画なし）けの英語版等によるホームペー

ジを開設する。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項

１．評価の充実に関する目標を達成するための措置関係
自己点検・評価を充実させるため 「ねらい 「実施体制 「実施年度 「評価結， 」， 」， 」，

果の公表 「評価結果の活用」等の項目についての検討結果を「自己点検・評価実」，
施に関する基本的事項」としてとりまとめた。

２．情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置関係
広報誌・ホームページを充実させるための諸方策，広報活動の継続実施と自己点

検・評価，新聞・テレビ等の報道機関への積極的な情報提供及び情報公開関係につ
いての方針を「中期目標期間中の広報活動・情報公開推進方針」として策定した。
「平成１６年度広報活動計画」を策定し，重点的事項として大学院入学定員確保

を取り上げ，広報誌の見直し，ホームページの内容の充実，新たに大学封筒のデザ
インを作成するなど，諸広報活動を行うとともに，大学紹介ＤＶＤを作成し，大学
院説明会等で活用することとした。
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Ⅴ その他業務運営
１ 施設設備の整備・活用等に関する目標

1) 鳴門教育大学では，活発な教育研究活動を展開し，優れた指導能力を備えた教員を養成し，また，現職
教員に高度な研究，研鑽の機会を確保し開かれた大学として様々な教育研究等の目標及び計画を実現する中
ために施設整備を大学のトップマネッジメントの一つと位置づけ以下のことを推進する。
○ 全学的視点に立ったスペース配分など施設設備の有効活用期
○ 施設設備の機能保全や施設水準の維持管理
○ 全学的・長期的視点よりスペース・機能の確保及び必要に応じた施設の整備目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

1)-① 既存施設の点検・評価に 既存施設の点検・評価に基づく 各講座の院生研究室及び講義室・演習室の利用状況を調査し，院
基づく施設設備・利用状況を再 施設設備・利用状況を再度点検 Ⅲ 生研究室の再配分及び新設２センターのスペースを確保した。
度点検し，全学的かつ計画的で し，全学的かつ計画的で効率的な
効率的なスペースを確保する。 スペースを確保する。

1)-② 老朽化する附属学校園の 老朽化する附属学校園の教育施 中期計画以前より，附属学校園の老朽改善・耐震改修を実施して
教育施設の老朽改善，教育環境 設の老朽改善，教育環境改善， おり，平成１６年度は附属養護学校の校舎・体育館改修，附属小・
改善，耐震性の強化，教育研究 耐震性の強化，教育研究の活性化 Ⅲ 中学校体育館の耐震改修を概算要求した。その内，附属養護学校に
の活性化及び有効活用を図り経 及び有効活用を図り経済・社会構 体育館改修が予算化され，平成１７年度に実施予定である。
済・社会構造の変革に備えたセ 造の変革に備えたセーフティネッ
ーフティネットを構築し，安全 トを構築し，安全な教育環境の整
な教育環境の整備を図る。 備を図る。

1)-③ 長期にわたって施設設備 長期にわたって施設設備を良好 施設設備の不具合を未然に察知し改善するために，常時の点検・
を良好な状態に保ち，大学の教 な状態に保ち，大学の教育研究活 Ⅲ 保守のほかに施設パトロールを実施し，常に良好な状態が維持でき
育研究活動を保証するような施 動を保証するような施設水準を保 るように努めた。
設水準を保つ。 つ。

1)-④ 開かれたキャンパス環境 開かれたキャンパス環境の改善 施設設備の不具合を未然に察知し改善するために，常時の点検・
の改善等の措置を図り施設整備 等の措置を図り施設整備・管理に 保守のほかに施設パトロールを実施した。平成１６年度はバリアフ
・管理に当たってはバリアフリ 当たってはバリアフリー，環境保 Ⅲ リーの対応として地盤沈下によって生じた段差の改修，環境保全と
ー，環境保全など社会的要請へ 全など社会的要請への対応を行 しては松食い虫による松枯れの処理を実施した。
の対応を行う。 う。

1)-⑤ 施設マネジメントの観点 施設マネジメントの観点から， 過去の施設設備の改修歴を作成・分析した結果，空調設備（蒸気
から，過去の改修歴等の維持管 過去の改修歴等の維持管理の状況 暖房）の劣化度が顕著であり，空調設備の全面的な見直し計画を作
理の状況の検証及び，経営的視 の検証及び，経営的視点に基づく Ⅲ 成した。
点に基づく計画的維持管理実施 計画的維持管理実施のための計画
のための計画の策定を行う。 の策定を行う。

1)-⑥ 新たな整備手法の導入の 新たな整備手法の導入の推進， 新たな整備手法及び施設の開放の方策について具体例を基に検討
推進，土地・建物・設備等資産 土地・建物・設備等資産の有効活 Ⅲ した。
の有効活用を行う。 用を行う。

1)-⑦ 本中期目標期間中に整備 本年度中に整備する施設・設備 平成１６年度の整備計画である「学生宿舎屋外排水管改修」を実
する施設・設備は，Ｘその他 は，Ｘその他１「施設・設備に関 Ⅲ 施した。
１「施設・設備に関する計画」 する計画」のとおり。
のとおりである。

ウェイト小計



- 39 -

国立大学法人鳴門教育大学

Ⅴ その他業務運営
２ 安全管理に関する目標

1) 防災及び安全衛生管理体制を確立し，教職員並びに学生の安全を確保し，安全衛生意識の高揚を図る。
中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

1)-① 平成１６年度に安全衛生 安全衛生管理体制を整備し，計 ○労働安全衛生法に基づき安全衛生管理体制を整備した。
管理体制を整備し，計画的に安 画的に安全対策を講じる。 Ⅲ ○平成１６年度の巡視計画を策定し，毎週１回の巡視を実施した。
全対策を講じる。 その結果を講座等に周知し改善を促した。また，施設等の改善につ

いては，施設整備委員会で年度ごとに整備計画が策定された。

1)-② 平成１６年度に防災マニ 防災マニュアルを整備し，計画 ○地震防災マニュアルを作成し，学内教職員・学生に周知した。
ュアルを整備し，計画的に防災 的に防災訓練を行う。 Ⅲ ○教職員・学生の参加により，防災訓練を実施した。
訓練を行う。

1)-③ 安全衛生への意識の高揚 安全衛生への意識の高揚を図る 平成１６年９月１日に労働安全衛生に関する講習会「労働安全衛
を図るため，教育広報活動を計 ため，教育広報活動を計画的に実 Ⅲ 生法とその進め方」及び「鳴門教育大学の学生と職員の健康問題と
画的に実施する。 施する。 健康管理」を開催した。また，本学のホームページに労働安全衛生

法及び本学の安全衛生管理体制などの情報を掲載した。

1)-④ 教職員及び学生からの環 教職員及び学生からの環境安全 ○教職員については，各講座からの意見，学生からは代表者による
境安全衛生に関する意見を反映 衛生に関する意見を反映させるシ Ⅲ 意見の聴取を行った。
させるシステムを整備し，計画 ステムを整備し，計画的に施設・ ○労働安全衛生法に基づく衛生管理者等による学内巡視を行った。
的に施設・設備を整備する。 設備を整備する。 ○上記の意見及び巡視結果を基に構内外灯の増設等の整備を行っ

た。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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Ⅴ その他業務運営に関する特記事項

１ 施設整備の整備等に関する目標を達成するための措置関係

(1) 各研究棟の利用実態調査を平成１６年度から２か年の計画で実施している。その
調査により，利用率の低かった講義室のスペースを活用し，院生研究室スペースの
不均衡を是正するとともに，新たに設置される「小学校英語教育センター 「教員」，
教育国際協力センター」のスペースとして充てる等，有効利用を図った。

(2) 各施設の過去の改修歴を基に整備計画を策定するとともに，定期的なパトロール
の実施，衛生管理者等による学内巡視及び学内の意見聴取など，多方面から情報を
得ることにより，迅速な対応を行い，既存施設の維持管理に努めた。

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置関係

南海・東南海地震を想定した「地震防災マニュアル」を作成し，学生・教職員に
周知するとともに，地域との連携強化（地震発生時の連絡システムの構築，避難場
所の提供，周辺自治会との防災訓練の実施など）に向けた協議を行った。
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Ⅵ 予算（人件費見積もりを含む。） 、収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅶ 短 期 借 入 金 の 限 度 額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

該当なし１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額
１０億円 １０億円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により

緊急に必要となる対策費として借り入れすることも想 緊急に必要となる対策費として借り入れすることも想
定される。 定される。

Ⅷ 重 要 財 産 を 譲 渡 し 、 又 は 担 保 に 供 す る 計 画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

なし なし 該当なし

Ⅸ 剰 余 金 の 使 途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は，教育研究の質 決算において剰余金が発生した場合は，教育研究の質 該当なし
の向上及び組織運営の改善に充てる。 の向上及び組織運営の改善に充てる。
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Ⅹ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 決定額（百万円） 財 源

・小規模改修 総額 １５１ 施設整備費補助金 ・小規模改修 総額 ７３ 施設整備費補助金 ・小規模改修 総額 ３３ 施設整備費補助金
・災害復旧工事 （１５１） ・災害復旧工事 （ ７３） ・災害復旧工事 （ ３３）

船舶建造費補助金 ・防災対策工事 船舶建造費補助金 ・防災対策工事 船舶建造費補助金
（ ） （ ０） （ ）

長期借入金 長期借入金 長期借入金
（ ） （ ０） （ ）

国立大学財務・経営セン 国立大学財務・経営セン 国立大学財務・経営セン
ター施設費交付金 ター施設費交付金 ター施設費交付金

（ ） （ ） （ ）

（注１）金額については見込みであり，中期目標を達成するために必要 注）金額は見込みであり，上記のほか，業務の実施状況等を勘案した
な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合等を 施設・設備の整備や，老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が
勘案した施設・設備の改修等が追加されることもある。 追加されることもあり得る。

(注２）小規模改修について１７年度以降は１６年度同額として試算し
ている。
なお，各事業年度の施設整備費補助金，船舶建造費補助金，国

， ，立大学財務・経営センター施設費交付金 長期借入金については
事業の進展等により所要額の変動が予想されるため，具体的な額
については，各事業年度の予算編成過程等において決定される。

○ 計画の実施状況等

、 、・ 小規模改修 改修内容は 学生宿舎エリアの屋外排水管に海水の進入を防ぐための改修工事であり
平成１６年１０月に完成した。

・災害復旧工事 平成１６年６月から９月にかけて徳島地方を襲った台風によって、野球場バックネッ
トの破損、研究棟及び職員宿舎の防水の破損等が生じたことによる復旧工事であり、
平成１６年度にすべて修復完了した。

・防災対策工事 本工事は、平成１６年度補正（防災対策）で決定された、附属養護学校体育館の耐震
改修工事である。平成１６年度は、実施設計が完了している。工事は、平成１７年度
に繰り越し手続きをしている。
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Ⅹ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

人員管理を人件費総額で管理することとなるが，運営費交付金の算定 教職員の適正な配置，養成，評価並びに計画的な人事交流の実施
ルールなどを参考に 第１中期目標期間中の適正な人員配置を計画する ① 学生のニーズに対応し，学部教育と大学院教育の一体性を確立す 「大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置」， 。

るため，教育研究組織を再編し，教員定員の適正化を図る。 P9，及び「Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するた
② 教員の流動性・多様性を高めるため，教員選考基準及び選考方法 めの措置」P28，参照
を見直す。
③ 教育研究の活性化を図るため，業績評価及びこれを反映する給与
システムについて検討する委員会を設置する。
④ 中期目標期間中の教職員定数管理計画を策定し，計画的な定数管
理を行う。
⑤ 徳島県及び関係市町村教育委員会と人事交流制度並びに教員研修
制度及び共同研究体制について協議するための体制を整備し，円滑

。な交流人事を図るとともに徳島県内の教員の資質の向上に寄与する
⑥ 事務系職員の採用，養成，人事交流に係る指針及び具体的方策を
策定する。

（参考）

平成１６年度

（１） 常勤職員数 ３５７人

（２） 任期付職員数 ２人

（３）① 人件費総額（退職手当を除く） ３，２１４百万円

② 経常収益に対する人件費の割合 ７１．４％

③ 外部資金により手当した人件費を除い ３，１９４百万円
た人件費

④ 外部資金を除いた経常収益に対する上 ９９．３７％
記③の割合

⑤ 標準的な常勤職員の週あたりの勤務時間 ４０時間００分
として規定されている時間数
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（ 、 ）○ 別表 学部の学科 研究科の専攻等

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a) 100
(名) (名） （％）

学校教育学部 ４００ ４６１ １１５
初等教育教員養成課程（旧課程） １
学校教育教員養成課程 ４００ ４６０ １１５

大学院学校教育研究科 ６００ ５２６ ８７．７
学校教育専攻 ２８０ ２４１ ８６．１
障害児教育専攻 ４０ ３５ ８７．５
教科・領域教育専攻 ２８０ ２５０ ８９．３

附属小学校 ７２０ ６８５ ９５．１

附属中学校 ４８０ ４７１ ９８．１

附属養護学校 ６０ ６０ １００

附属幼稚園 １６０ １４８ ９２．５

国立大学法人鳴門教育大学

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

○ 計画の実施状況等

学部，附属学校の収容定員に対する充足率はほぼ達成できているが，大学院においては，毎年定員
を下回っている。これは，大学院の入学定員の３分の２程度は初等中等教育における３年以上の教職経
験を有する者を以て充てることとしており，この教職経験者の志願者が毎年減少傾向にあることが，定
員充足出来ない要因の一つである。
定員充足のために，全学を挙げて，教育課程の充実，授業内容の改善や広報活動等を行った結果，教

職経験者以外の者の入学が増加傾向にある。大学院定員充足に向けて，今後も諸方策を講ずる。


